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「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
いけん

 

（分野
ぶんや

F
えふ

 地域
ちいき

生活
せいかつ

の資源整備
しげんせいび

) その１ 

 

（分野
ぶんや

F
えふ

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源整備
しげんせいび

) 

＜項 目
こうもく

F
えふ

-1 地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

のための措置
そ ち

＞ 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-1) 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

するために、社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない地域
ちいき

に対
たい

してどのよ

うな 重 点 的
じゅうてんてき

な施策
せさく

を盛
も

り込
こ

むべきか？ ・・・２ 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-2) どの地域
ちいき

であっても安 心
あんしん

して暮
く

らせるためのサービス
さ ー び す

、支援
しえん

を確保
かくほ

するた

めの財 源
ざいげん

の仕組
し く

みをどう 考
かんが

えるか？ ・・・１５ 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-3) 地域
ちいき

移行
いこう

や地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の 解 消
かいしょう

を図
はか

るため、地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

に向
む

けた、

かつての「ゴールドプラン
ご ー る ど ぷ ら ん

」「 障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

：ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

7 カ年
ねん

戦 略
せんりゃく

」

のような国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

が必 要
ひつよう

か？あるいは何
なん

らかの時限
じげん

立 法
りっぽう

を制 定
せいてい

する必 要
ひつよう

があるか？ ・・・２４ 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-4) 現 行
げんこう

の都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及
およ

び市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

につい

てどう評 価
ひょうか

するか？また、今後
こんご

のあり方
かた

についてどう 考
かんが

えるか？ ・・・３１ 

 

＜項 目
こうもく

F
えふ

-2 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

＞ 

論 点
ろんてん

F
えふ

-2-1) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の法定化
ほうていか

についてどう 考
かんが

えるか？また、その地域
ちいき

にお

ける解 決
かいけつ

が困 難
こんなん

な問 題
もんだい

を具体的
ぐたいてき

に解
かい

決
けつ

する機関
きかん

として、どのように位置
い ち

づけるべき

か？ ・・・４１ 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-2-2) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の議論
ぎろん

から社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

につなげるために、どのよ

うな財 源 的
ざいげんてき

な裏打
うらう

ちが必 要
ひつよう

か？ ・・・５４ 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-2-3) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

には、一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

が 重 要
じゅうよう

であるが、

それを 促
うなが

す仕組
し く

みを自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取
と

り組
く

み、あるいはその他
た

の方 法
ほうほう

で、法 律
ほうりつ

に

組
く

み込
こ

めるか？ ・・・６０ 
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（分野
ぶんや

F
えふ

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源整備
しげんせいび

) 

＜項 目
こうもく

F
えふ

-1 地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

のための措置
そ ち

＞ 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-1) 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

するために、社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない地域
ちいき

に対
たい

してどのよ

うな 重 点 的
じゅうてんてき

な施策
せさく

を盛
も

り込
こ

むべきか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 事 業
じぎょう

の担い手
にないて

がいないのが大きな
おおきな

ネック
ね っ く

になっている。都道府県
とどうふけん

が社 会
しゃかい

資源
しげん

の偏 在
へんざい

状 況
じょうきょう

を把握
はあく

しながら、必 要
ひつよう

に応じて
おうじて

時限的
じげんてき

にサービス
さ ー び す

のない地域
ちいき

に 参 入
さんにゅう

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に 報 酬
ほうしゅう

の加算
かさん

を行 う
おこなう

、場所
ばしょ

の 提 供
ていきょう

を行 う
おこなう

などの誘 導 的
ゆうどうてき

な施策
しさく

が必 要
ひつよう

。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 制度
せいど

を運 営
うんえい

するのは市 町 村
しちょうそん

であるため、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

するための、市 町 村
しちょうそん

に対
たい

する国
くに

・県
けん

の人 的
じんてき

物 的
ぶってき

支援
しえん

のあり方
かた

も併
あわ

せて議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 現 状
げんじょう

では、市 町 村 間
しちょうそんかん

で障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

基盤
きばん

に格差
かくさ

があり、格差
かくさ

解 消
かいしょう

の為
ため

の

方 策
ほうさく

が十 分
じゅうぶん

図
はか

られているとは言
い

えないため 

 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

改 正
かいせい

案
あん

において、①～③の 障
しょう

がい児
じ

施設
しせつ

体 系
たいけい

の再 編
さいへん

が議論
ぎろん

されてい

る。 

① 通 所
つうしょ

系
けい

と入 所
にゅうしょ

系
けい

を別
べつ

立
た

ての体 系
たいけい

にする 

② 障
しょう

がい種 別
しゅべつ

による区分
く わ

けをなくす 

③ 通 所
つうしょ

系
けい

は一本化
いっぽんか

し市 町 村
しちょうそん

を実施
じっし

主 体
しゅたい

とする 

 しかし、改 正
かいせい

案
あん

は人 的
じんてき

・物 的
ぶってき

資源
しげん

（医師
い し

、看護師
かんごし

、理学
りがく

療 法 士
りょうほうし

、療 育
りょういく

機関
きかん

等
とう

）

の地域
ちいき

偏 在
へんざい

の問 題
もんだい

を抜
ぬ

きに議論
ぎろん

されている嫌
きら

いがあり、財 政 力
ざいせいりょく

の乏
とぼ

しい小規模
しょうきぼ

市 町 村
しちょうそん

において、住 民
じゅうみん

のニーズ
に ー ず

に応
こた

えるサービス
さ ー び す

が本 当
ほんとう

に提 供
ていきょう

できるのか疑問
ぎもん

が

あるため。 
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【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 国
こく

が財 源 的
ざいげんてき

に補助
ほじょ

する仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

であるとともに、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の

活性化
かっせいか

をはかり、地域
ちいき

課題
かだい

としての提 案
ていあん

を強める
つよめる

。 

○理由 

 隙間
すきま

を埋める
う め る

モノ
も の

として、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

が有る
あ る

が、それが地方
ちほう

の財 源
ざいげん

によって

左右
さゆう

されているので、国
くに

の責 任
せきにん

として実施
じっし

する。また自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

には自分
じぶん

たちの

街
まち

を自分
じぶん

たちで考え作る
かんがえつくる

という意識
いしき

をしっかり持って
も っ て

もらい、課題
かだい

をとらえ、解 決
かいけつ

に

取り組む
と り く む

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない地域
ちいき

とは、利用者
りようしゃ

が尐
すく

ない地域
ちいき

と思
おも

われるので、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

など２～３の自治体
じちたい

で協 力
きょうりょく

して整備
せいび

するなど広域化
こういきか

を図
はか

り、事 業 所
じぎょうしょ

への助 成
じょせい

、

移動
いどう

手 段
しゅだん

への助 成
じょせい

策
さく

を盛
も

り込
こ

む。 

 一 方
いっぽう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

の乏
とぼ

しい県
けん

は逆
ぎゃく

に施設
しせつ

整備
せいび

が行
ゆ

き届
とど

いているケースもある。

バランスをとれるように政 策
せいさく

に組
く

み込
こ

むことも必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

の定義
ていぎ

が必 要
ひつよう

 

 １つの自治体
じちたい

又
また

は、小
ちい

さな自治体
じちたい

だけでは、資金面
しきんめん

も大 変
たいへん

、又
また

、利用者数
りようしゃすう

にも限
かぎ

りがある。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の理由
りゆう

や社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない原 因
げんいん

を究 明
きゅうめい

することが重 要
じゅうよう

であると考
かんが

え

る。一 般
いっぱん

には、小
ちい

さな市 町 村
しちょうそん

においては障 害 者
しょうがいしゃ

が尐
すく

ないこと、そのための社 会
しゃかい

資源
しげん

を含
ふく

めた地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する体 制
たいせい

の整備
せいび

すること事態
じたい

が困 難
こんなん

な状 況
じょうきょう

があると考
かんが

えられ

る。そのような地域
ちいき

においても障 害 者
しょうがいしゃ

が生
い

きていくことを保 障
ほしょう

していくとすれば、身近
みぢか

な市 町 村
しちょうそん

が責 任
せきにん

をもって障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

していくことが重 要
じゅうよう

である。

地方
ちほう

が障 害 者
しょうがいしゃ

の施策
しさく

をきちんとマネジメント
ま ね じ め ん と

できる体 制
たいせい

を構 築
こうちく

するべきである。そ
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のためには、財 源
ざいげん

をともなった権 限
けんげん

を地方
ちほう

に移 譲
いじょう

していくことも必 要
ひつよう

である。その

際
さい

、国
くに

の役 割
やくわり

と地方
ちほう

の役 割
やくわり

を明 確
めいかく

にして、それぞれの責 任
せきにん

を果
は

たしていくべきで

ある。あるいは、より普遍的
ふへんてき

な制度
せいど

（例
たと

えば、賛否
さんぴ

両 論
りょうろん

はあろうが介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

など）

を活 用
かつよう

していくことも一
ひと

つの可能性
かのうせい

として考 慮
こうりょ

されるべきである。 

○理由
りゆう

 

 現 実 的
げんじつてき

な課題
かだい

として、短期間
たんきかん

に障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の地域
ちいき

格差
かくさ

を尐
すく

なくして、小
ちい

さ

な市 町 村
しちょうそん

など障 害 者
しょうがいしゃ

が生
う

まれた地域
ちいき

で生 活
せいかつ

することを 考
かんが

えれば、賛否
さんぴ

両 論
りょうろん

はあ

ろうが例
たと

えば介護
かいご

保険
ほけん

などの普遍的
ふへんてき

制度
せいど

を活 用
かつよう

して障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を構 築
こうちく

していくこ

とも選択肢
せんたくし

の一
ひと

つとして考 慮
こうりょ

されなければ、従 来
じゅうらい

のように県 内
けんない

の特 定
とくてい

の地域
ちいき

に

コロニ
こ ろ に

ーのような大
おお

きな施設
しせつ

を作
つく

って入 所
にゅうしょ

するか、大
おお

きな都市
と し

に移
うつ

り住
す

むしかなくな

ってしまうのではないかと危惧
き ぐ

する。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

が乏
とぼ

しく、また、サービス基盤
きばん

の整備
せいび

が進
すす

まない地域
ちいき

については、様 々
さまざま

な

理由
りゆう

が考
かんが

えられるところから、モデル地域
ちいき

を示
しめ

すだけにとどまらず、都道府県
とどうふけん

と連 携
れんけい

し

た実地
じっち

調 査
ちょうさ

を実施
じっし

し、そこから導
みちび

き出
だ

された主
しゅ

たる課題
かだい

を「重 点
じゅうてん

施策
しさく

」とすることが

考
かんが

えられる。 

 また、国
くに

の施策
しさく

の強 化
きょうか

とともに、地域
ちいき

の行 政
ぎょうせい

や住 民
じゅうみん

による地域
ちいき

づくりの視点
してん

もあ

る。例
たと

えば、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の活性化
かっせいか

なども重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 一 般 的
いっぱんてき

に社 会
しゃかい

資源
しげん

が尐
すく

ない地域
ちいき

は中 山
なかやま

間部
ま べ

と思
おも

われているが、都市部
と し ぶ

であっても

乏
とぼ

しい状 況
じょうきょう

もある。それらの理由
りゆう

を整理
せいり

し、対 策
たいさく

を検 討
けんとう

しなければならない。その

結果
けっか

、類型化
るいけいか

された社 会
しゃかい

資源
しげん

を充 実
じゅうじつ

させるための取組
とりく

みが、結果的
けっかてき

に「重 点 的
じゅうてんてき

な

施策
しさく

」になる。また、併
あわ

せて、それぞれの地域
ちいき

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取組
とりく

みの実 態
じったい

につ

いても注 目
ちゅうもく

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 1800市
し

町村
ちょうそん

すべてで 24時間
じかん

365日
にち

サービスができる重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

（吸引
きゅういん

等
とう

にも
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対応
たいおう

）を複数
ふくすう

選択
せんたく

できるように事業所
じぎょうしょ

立
た

ち上
あ

げ支援
しえん

策
さく

（貸付
かしつけ

や助成
じょせい

など）を設
もう

けるべ

きである。これらの問題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するための NPO等
とう

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の新規
しんき

の事業所
じぎょうしょ

立
た

ち上
あ

げ

に助成
じょせい

する。 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

ヘルパーの求人
きゅうじん

費用
ひよう

の助成
じょせい

 

・他県
たけん

への重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

受講
じゅこう

のための交通費
こうつうひ

の助成
じょせい

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

研修
けんしゅう

参加
さんか

時
じ

のヘ

ルパー時給
じきゅう

と他県
たけん

への研修
けんしゅう

参加
さんか

のための移動
いどう

時間
じかん

の時給
じきゅう

の助成
じょせい

。 

・新
あたら

しいヘルパーが新
あたら

しい最重度
さいじゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に介護
かいご

に入
はい

る際
さい

は、ベテランと２人
にん

体 制
たいせい

で

時
とき

には数ヶ月
すうかげつ

も介護
かいご

に入
はい

る必要
ひつよう

があるが、この人件費
じんけんひ

を助成
じょせい

すべき。 

○理由
りゆう

 

 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・居宅
きょたく

介護
かいご

で、重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

にサービス提供
ていきょう

してくれる事業所
じぎょうしょ

がないこ

とが問題
もんだい

になっている。吸引
きゅういん

、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

の利用者
りようしゃ

の介護
かいご

、深夜
しんや

を含
ふく

む２４時間
じかん

３６５

日
にち

滞在
たいざい

介護
かいご

、は都市部
と し ぶ

でも不足
ふそく

。過疎地
か そ ち

の事業所
じぎょうしょ

がない問題
もんだい

などがある。 

 

○結論
けつろん

 

 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

の場合
ばあい

、介護
かいご

技術
ぎじゅつ

が高度
こうど

なものが求
もと

められることや、１回
かい

のサービスが

８時間
じかん

を基本
きほん

としているため、常勤
じょうきん

のヘルパーを数人
すうにん

雇
やと

って新規
しんき

の利用者
りようしゃ

に対応
たいおう

する

必要
ひつよう

があるが、入院
にゅういん

や死亡
しぼう

や突然
とつぜん

の利用
りよう

中止
ちゅうし

などに対
たい

する補償
ほしょう

がない。常勤
じょうきん

職員
しょくいん

には

生 活
せいかつ

がかかっており、解雇
かいこ

する場合
ばあい

には、労基
ろうき

署
しょ

の仲裁
ちゅうさい

では３～４か月
げつ

の人件費
じんけんひ

保障
ほしょう

を

出
だ

す必要
ひつよう

がある。これを助成
じょせい

する制度
せいど

が必要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 この保証
ほしょう

があれば、新規
しんき

の最重度
さいじゅうど

の利用者
りようしゃ

が利用
りよう

を希望
きぼう

すれば、常勤
じょうきん

ヘルパーを雇用
こよう

し

て研修
けんしゅう

を十分
じゅうぶん

行
おこな

って、介護
かいご

を行
おこな

うことができる。それができないため、ほとんどの事業所
じぎょうしょ

は重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

の依頼
いらい

に応
こた

えることができない。 

 

○結論
けつろん

 

 指定
してい

基準
きじゅん

はそれを満
み

たしたら必
かなら

ず指定
してい

しなければいけない制度
せいど

だが、各都道府県
かくとどうふけん

で国
くに

の基準
きじゅん

を不法
ふほう

に強化
きょうか

して指導
しどう

を行
おこな

う問題
もんだい

がある。24時間
じかん

体 制
たいせい

でサービスを行
おこな

う重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

が不足
ふそく

している中
なか

、問題
もんだい

である。このような都道府県
とどうふけん

の独自
ど く じ

規制
きせい

は国
くに

が

指導
しどう

すべき。 

○理由
りゆう
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たとえば、ある都道府県
とどうふけん

では、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

の指定
してい

申請
しんせい

に際
さい

して「その地方
ちほう

はすでに

介護
かいご

保険
ほけん

の事業所
じぎょうしょ

があるので、新設
しんせつ

しても利用者
りようしゃ

がいないので考
かんが

え直
なお

したらどうか」な

どの指導
しどう

を行
おこな

っている。 

 

○結論
けつろん

 

 ある過疎地
か そ ち

のＡＬＳの当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

ＮＰＯの重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

の例
れい

だが、全国
ぜんこく

団体
だんたい

のノウハウ支援
しえん

を受
う

け、立
た

ち上
あ

げて２年目
ねんめ

には、事業所
じぎょうしょ

から車
くるま

で往
おう

復
ふく

５時間
じかん

かかるさらな

る過疎地
か そ ち

のＡＬＳの自立
じりつ

支援
しえん

を行
おこな

った。（近隣
きんりん

の役場
やくば

や社協
しゃきょう

など既存
きそん

の組織
そしき

ではサポート

出来
で き

なかったため）。障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

には、このような可能性
かのうせい

がある。遠方
えんぽう

へのスタッ

フの往復
おうふく

の拘束
こうそく

時間
じかん

の時給
じきゅう

や交通費
こうつうひ

の助成
じょせい

があれば、過疎地
か そ ち

の重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

利用者
りようしゃ

問題
もんだい

は解 決
かいけつ

可能
かのう

。 

○理由
りゆう

 

 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

は頼
たの

んでもサービス提供
ていきょう

してくれる事業所
じぎょうしょ

がほとんどないという問題
もんだい

があるが、連続
れんぞく

８時間
じかん

以上
いじょう

の利用
りよう

が前 提
ぜんてい

の制度
せいど

のため、支給
しきゅう

決定
けってい

さえしっかり出
で

れば、

遠距離
えんきょり

から支援
しえん

することが可能
かのう

。遠距離
えんきょり

から駆
か

けつけるための人件費
じんけんひ

の補助
ほじょ

があれば、

運動性
うんどうせい

があるＮＰＯ等
とう

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

等
とう

を各都道府県
かくとどうふけん

に作
つく

れば、解 決
かいけつ

できることは多
おお

い。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

など地域
ちいき

移行
いこう

に 貢 献
こうけん

する 一 方
いっぽう

で利用者
りようしゃ

あたりの費用
ひよう

が比較的
ひかくてき

高 額
こうがく

となるサービスについては、人口比
じんこうひ

で総利用
そうりよう

額
がく

が一
いち

定 額
ていがく

を超
こ

えた部分
ぶぶん

の国庫
こっこ

負担
ふたん

比率
ひりつ

を高
たか

め自治体
じちたい

負担
ふたん

を軽 減
けいげん

するための調 整
ちょうせい

基金
ききん

を設
もう

けるべき。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない地域
ちいき

でのサービス
さ ー び す

報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

を、通 常
つうじょう

水 準
すいじゅん

よりも上乗
うわの

せする。 

・ＮＰＯ、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

や地域
ちいき

住 民
じゅうみん

活 動
かつどう

の組織化
そしきか

のための基金
ききん

を国
くに

に創 設
そうせつ

し、その

財 源
ざいげん

をもとに、地域
ちいき

の組織化
そしきか

を積 極 的
せっきょくてき

に推 進
すいしん

する。 

○理由
りゆう

 

・民 間
みんかん

のサービス
さ ー び す

事 業 者
じぎょうしゃ

がやれる気持
き も

ちをもつために。 



7 

 

・インフォーマル
い ん ふ ぉ ー ま る

な地域
ちいき

活 動
かつどう

の組織化
そしきか

のためには、思
おも

いだけでなく、それを推 進
すいしん

する

人 材
じんざい

と資金
しきん

が必 要
ひつよう

。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 当 面
とうめん

は、国
くに

の資源
しげん

整備
せいび

計 画
けいかく

と財 政
ざいせい

負担
ふたん

を 強
きょう

化
か

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 自治体
じちたい

まかせや自治体
じちたい

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

を強 化
きょうか

する方 法
ほうほう

では、格差
かくさ

の解 消
かいしょう

につながらな

いため。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 状
げんじょう

を維
い

持
じ

したまま考
かんが

えるのは危険
きけん

です。精 神
せいしん

保健
ほけん

の場合
ばあい

は、医療費
いりょうひ

などの財 源
ざいげん

も

含
ふく

み、医療費
いりょうひ

を沢 山
たくさん

使
つか

っている県
けん

に、新
あら

たに社 会
しゃかい

資源
しげん

の財 源
ざいげん

投資
とうし

をするのは

不 平 等
ふびょうどう

を生
う

みます。 

 現 状
げんじょう

を前 提
ぜんてい

とするのではなく、一度
いちど

、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

財 源
ざいげん

、入 院
にゅういん

財 源
ざいげん

だけでも地域
ちいき

に

財 源
ざいげん

移行
いこう

を検 討
けんとう

すべきです。それらの検 討
けんとう

の後
あと

に社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ないところへの

方 策
ほうさく

を考
かんが

えるべきです。 

○理由
りゆう

 

 地地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

は、財 源
ざいげん

と人
ひと

が必 要
ひつよう

なのですが、現 在
げんざい

まで、施設
しせつ

に使
つか

われてい

た財 源
ざいげん

とそこに働
はたら

く人
ひと

の地域
ちいき

移行
いこう

についてどのような計 画
けいかく

が立
た

てられ、どのような

施策
しさく

が展 開
てんかい

しているのかを明
あき

らかにしてから重 点
じゅうてん

施策
しさく

を考
かんが

えるべきと思
おも

います。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 縦割
たてわ

り行 政
ぎょうせい

を廃
はい

し、健
けん

常 者
じょうしゃ

のためだけではない公 共
こうきょう

サービス
さ ー び す

とは何
なに

かを問
と

い直
なお

すよい機会
きかい

である。病 院
びょういん

、特
とく

に民 間
みんかん

病 院
びょういん

がこれまでそれぞれの地域
ちいき

で果
は

たしてきた

機能
きのう

を適
てき

切
せつ

に評 価
ひょうか

し、今後
こんご

更
さら

にこれを支援
しえん

するかたちでの施策
しさく

の展 開
てんかい

を期待
きたい

する。 

○理由
りゆう

 

 民 間
みんかん

は不採算
ふさいさん

部門
ぶもん

への展 開
てんかい

が困 難
こんなん

であり、社 会
しゃかい

資源
しげん

は公 的
こうてき

サービス
さ ー び す

に準
じゅん

じるべ
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き。市 町 村
しちょうそん

役場
やくば

、郵 便 局
ゆうびんきょく

、介護
かいご

施設
しせつ

、学 校
がっこう

など、わが国
くに

独自
どくじ

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の活 用
かつよう

を

図
はか

る。人 的
じんてき

にも準 公 務 員
じゅんこうむいん

として位置
い ち

づける。また、民 間
みんかん

精神科
せいしんか

病 院
びょういん

は、ほぼ人 口
じんこう

10万 人
まんにん

に１ヶ所
かしょ

分布
ぶんぷ

し、いわゆる入 院
にゅういん

機能
きのう

を中 心
ちゅうしん

とした「病 院
びょういん

精 神
せいしん

医学
いがく

」に止
と

ま

らず、社 会
しゃかい

復帰
ふっき

施設
しせつ

の設 立
せつりつ

運 営
うんえい

などの地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の開 発
かいはつ

に努 力
どりょく

してきた。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

は財 源
ざいげん

の問 題
もんだい

だけで解 決
かいけつ

できるかは、疑問
ぎもん

である。それぞれの地域性
ちいきせい

を

生かし
い か し

、またそこで生 活
せいかつ

する 障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に対して
たいして

の資源
しげん

開 発
かいはつ

が必 要
ひつよう

である。

全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の社 会
しゃかい

資
し

源
げん

の整備
せいび

ではなく、地域
ちいき

で何
なん

が必 要
ひつよう

か調 査
ちょうさ

をしていく必 要
ひつよう

は

ないか。 

○理由 

 必要な資源が生み出せない背景は資源不足であるが、その地域で生活する障害者の真に

必要な資源の開発が重視されるべきではないか。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

  

 特
とく

にこどもの領 域
りょういき

では社 会
しゃかい

資源
しげん

に乏
とぼ

しく、専 門
せんもん

スタッフ
す た っ ふ

の人 材
じんざい

育 成
いくせい

に課題
かだい

があ

り、拠 点
きょてん

施設
しせつ

機能
きのう

を充 実
じゅうじつ

させ、必 要
ひつよう

な時
とき

に必 要
ひつよう

な場所
ばしょ

への人 材
じんざい

派遣
はけん

ができるよう

に施策
しさく

に盛
も

り込
こ

む。 

 有
ゆう

期限
きげん

の入 所
にゅうしょ

で、各 種
かくしゅ

専 門
せんもん

職
しょく

が揃
そろ

い、 特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

を併 設
へいせつ

している肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

は、外 来
がいらい

療 育
りょういく

、通 所
つうじょ

事 業
じぎょう

、短期
たんき

入 所
にゅうしょ

、施設外
しせつがい

支援
しえん

をおこなっていて開
ひら

かれたものであり、重 要
じゅうよう

な社 会
しゃかい

資源
しげん

であると考
かんが

えている。 

○理由
りゆう

  

 地域
ちいき

の特 性
とくせい

に応
おう

じて、専 門
せんもん

スタッフ
す た っ ふ

の人 材
じんざい

育 成
いくせい

は拠 点
きょてん

施設
しせつ

で行
おこな

い、必 要
ひつよう

な時
とき

に必 要
ひつよう

な場所
ばしょ

への人 材
じんざい

派遣
はけん

ができるように財 源
ざいげん

を確保
かくほ

する。 

 肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

における地域
ちいき

・家庭
かてい

支援
しえん

としてのおこなっている施設外
しせつがい

事 業
じぎょう

につい

て、参 照
さんしょう

してください。 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

の責 任
せきにん

として、財 政
ざいせい

支援
しえん

等
とう

により地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を 解 消
かいしょう

すべきである。 

また、地域
ちいき

におけるニーズ
に ー ず

を把握
はあく

するため、障 害 者
しょうがいしゃ

参加
さんか

を必須
ひっす

とする障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を

作 成
さくせい

し、その実 現
じつげん

にあたっては、時限
じげん

立 法
りっぽう

等
とう

により一 定
いってい

年 限
ねんげん

で取
と

り組
く

むべき。 

○理由
りゆう

 

 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の原 因
げんいん

の多
おお

くは、財 源
ざいげん

問 題
もんだい

から生
しょう

じているものと考
かんが

えられる。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する施策
しさく

は、裁 量 的
さいりょうてき

事 業
じぎょう

ではなく、義務的
ぎむてき

事 業
じぎょう

とし位置
い ち

づけ全 国
ぜんこく

ど

こでも、誰
だれ

でも一 定
いってい

の水 準
すいじゅん

を満
み

たせるサービスや支援
しえん

を確保
かくほ

できるようにすべきであ

る。 

○理由
りゆう

 

 地方
ちほう

が選 択
せんたく

できる裁 量 的
さいりょうてき

事 業
じぎょう

や選 択
せんたく

事 業
じぎょう

をなくすことが地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を解 消
かいしょう

す

る手立
て だ

てとして有 効
ゆうこう

であることから。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地
ち

いき移
い

こう、地
ち

いき生
せい

かつ資
し

げん整
せい

びに関
かん

する特
とく

べつなたいさくをするべきだ。 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

E-2-1)でもふれたが、これまでの 入
にゅう

しょ施
し

せつや精
せい

しんか 病
びょう

いんにふりむけ

てきたたくさんのお金
かね

を、ちいきにふりむけ、重
じゅう

てん的
まと

に使
つか

うための、１０年
ねん

たんい

くらいの特
とく

べつなたいさくを、そう合
ごう

てきに行
おこな

うべきである。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

の尐
すく

ない地域
ちいき

に対
たい

しては、国
くに

が「社 会
しゃかい

資源
しげん

整備
せいび

地域
ちいき

」として指定
してい

を行
おこな

い、

指定
してい

された地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

は、「整備
せいび

５カ年
かねん

計 画
けいかく

」などの策 定
さくてい

が義務
ぎ む

づけられるような

施策
しさく

が必 要
ひつよう

である。そして、策 定
さくてい

された整備
せいび

計 画
けいかく

の完 全
かんぜん

実施
じっし

を担
たん

保
ほ

するため、国
くに

が
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財 政 的
ざいせいてき

援 助
えんじょ

を行
おこな

うなど、国
くに

と地域
ちいき

とが連 携
れんけい

して整備
せいび

にあたるべきである。 

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

条
じょう

約
やく

１９条
じょう

が定
さだ

める「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を新 法
しんぽう

の中 心
ちゅうしん

に据
す

える以 上
いじょう

、

その実 現
じつげん

に向
む

けて、国
くに

と地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

が協 力
きょうりょく

していくべきである。そして、社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

は、「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を実質化
じっしつか

するために必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

なものであるか

ら、その実 現
じつげん

に向
む

けて国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の努 力
どりょく

を促
うなが

すような施策
しさく

を実施
じっし

すべき

である。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

及
およ

び都道府県
とどうふけん

に基金
ききん

をつくり格差
かくさ

を解
かい

消
け

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

には都道府県間
とどうふけんかん

格差
かくさ

と都道府県内
とどうふけんない

の市 町 村 間
しちょうそんかん

格差
かくさ

があり、その 調 整
ちょうせい

機関
きかん

としては、国
くに

に格差
かくさ

調 整
ちょうせい

基金
ききん

を設
もう

けサービス
さ ー び す

利用
りよう

で負担
ふたん

のかかりすぎた都道府県
とどうふけん

を支援
しえん

する基金
ききん

分 配
ぶんぱい

装置
そうち

が必 要
ひつよう

である。費用
ひよう

を使
つか

い過
す

ぎたから罰
ばっ

せられるのではなく

地域
ちいき

移行
いこう

の基金
ききん

は使
つか

うことが 奨 励
しょうれい

されるようなシステム
し す て む

の構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

である。

実 際
じっさい

地域
ちいき

移行
いこう

を 行
おこな

うのは全 面 的
ぜんめんてき

な財 政
ざいせい

負担
ふたん

を市 町 村
しちょうそん

に課
か

すことになるので、

国家
こっか

が保 障
ほしょう

を 行
おこな

うのは当 然
とうぜん

である。都道府県
とどうふけん

にはまた地域
ちいき

移行
いこう

推 進
すいしん

基金
ききん

を設
もう

け、

市 町 村
しちょうそん

毎
まい

での財 政
ざいせい

の負担
ふたん

の軽 減
けいげん

をはかるようにする。地域間
ちいきかん

格差
かくさ

があるからといっ

て、サービス量
さーびすりょう

を 最
もっと

も低
ひく

い市 町 村
しちょうそん

を基 準
きじゅん

として基金
ききん

を分 配
ぶんぱい

するのではなく、よく

事 業
じぎょう

を 行
おこな

ったところには応 分
おうぶん

の費用
ひよう

分 配
ぶんぱい

が 行
おこな

われるべきであり、サービス
さ ー び す

の

レベル
れ べ る

の低
ひく

い市 町 村
しちょうそん

は基金
ききん

を受 益
じゅえき

できないようなシステム
し す て む

でよい。サービスレベル
さ ー び す れ べ る

の

低
ひく

い市 町 村
しちょうそん

からレベル
れ べ る

の高
たか

い市 町 村
しちょうそん

、都道府県
とどうふけん

に利用者
りようしゃ

が流
なが

れることになるので、

市 町 村
しちょうそん

サービス
さ ー び す

格差
かくさ

があるために利用者
りようしゃ

が他県
たけん

や他市
た し

に流
なが

れたものについては、

流 入
りゅうにゅう

をもたらした市 町 村
しちょうそん

に 流 入
りゅうにゅう

を受
う

けた側
がわ

の市 町 村
しちょうそん

が財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

を要 請
ようせい

できるようにする市 町 村
しちょうそん

特 例
とくれい

を設
もう

けるべきである。フィンランド
ふ ぃ ん ら ん ど

のヘルシンキ
へ る し ん き

におい

ては 流 入 者
りゅうにゅうしゃ

について元
もと

いた市 町 村
しちょうそん

に在 宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

の費用
ひよう

を 徴 収
ちょうしゅう

するように

して、 流 出 元
りゅうしゅつもと

の市 町 村
しちょうそん

への財 政
ざいせい

負担
ふたん

をさせた結果
けっか

、市 町 村
しちょうそん

格差
かくさ

が解
かい

消
け

されて

いった。つまり他市
た し

に罰 則
ばっそく

金
きん

を払
はら

うくらいなら自分
じぶん

の市
し

のサービス
さ ー び す

を良
よ

くしようとい

うインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

がはたらいたためである。 
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【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

と都道
とどう

府県
ふけん

が連 携
れんけい

して地域
ちいき

資源
しげん

の実 態
じったい

を把握
はあく

した上
うえ

で、地域
ちいき

ごとに 重 点 的
じゅうてんてき

な

施策
しさく

とすべき課題
かだい

を明らか
あき  

にする必 要
ひつよう

がある。また、自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

の取り組み
と  く  

の違い
ちが 

による格差
かくさ

もあると 考
かんが

えられることから、自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

の機能
きのう

強 化
きょうか

も 重 要
じゅうよう

とな

る。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

の責務
せきむ

による都道府県
とどうふけん

で最 低
さいてい

必 要
ひつよう

な社 会
しゃかい

資源
しげん

の目 標
もくひょう

についてガイドライン
が い ど ら い ん

を

設 定
せってい

し整
せい

備
び

にあたっての国
くに

・地方
ちほう

自治体
じちたい

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

を増
ふ

やすことが必 要
ひつよう

である。 

 そのうえで、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

がヘルパ
へ る ぱ

ーや手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

などの専 門
せんもん

職
しょく

を配置
はいち

し支援
しえん

にあたるべきである。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

・医 療
いりょう

の分野
ぶんや

への「市 場
しじょう

経済化
けいざいか

・株 式
かぶしき

会 社
かいしゃ

参 入
さんにゅう

」を規制
きせい

、国
くに

と自治体
じちたい

の福祉
ふくし

と 健 康
けんこう

に 対
たい

する 責 任
せきにん

を改
あらた

めて明確化
めいかくか

し、 難 病
なんびょう

でいえば地域
ちいき

保健法
ほけんほう

と保健所
ほけんじょ

の

役 割
やくわり

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。その上
うえ

で、過疎地
か そ ち

などへの福祉
ふくし

・医 療
いりょう

施設
しせつ

・新 体
しんたい

系
けい

（協 働
きょうどう

組織
そしき

）でしかるべき支援
しえん

を行
おこな

う。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ハード面
めん

の整備
せいび

ではなく、住 民
じゅうみん

の協 力
きょうりょく

などによって、その地域
ちいき

での生 活
せいかつ

が可能
かのう

に

なる仕組
し く

みを構 築
こうちく

することが求
もと

められよう。そのためには、住 民
じゅうみん

の意識
いしき

改 革
かいかく

が必 要
ひつよう

となる。差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の制 定
せいてい

とも関 連
かんれん

して、ソフトな意識
いしき

改 革
かいかく

、差別
さべつ

観
かん

の解 消
かいしょう

など

をいかにして図
はか

るかが重 要
じゅうよう

である。 
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【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 今後
こんご

、社 会
しゃかい

資源
しげん

を拡 充
かくじゅう

していくために、相 談
そうだん

を受
う

けるための拠 点
きょてん

づくりと、地域
ちいき

福祉
ふくし

拡 充
かくじゅう

に係
かか

わる人 材
じんざい

の育 成
いくせい

とプロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

の設置
せっち

、そのための財 政 的
ざいせいてき

保 障
ほしょう

など。 

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

の要 求
ようきゅう

を受
う

け止
と

め、政策化
せいさくか

し実 現
じつげん

していくための仕組
し く

み作
づく

りから始
はじ

める。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 平 均
へいきん

１日
にち

８時間
じかん

以 上
いじょう

の介護
かいご

支援
しえん

は全 額
ぜんがく

国庫
こっこ

が負担
ふたん

する。 

○理由
りゆう

 

 国
くに

のナショナルミニマム保 障
ほしょう

義務
ぎ む

の一
ひと

つ。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

が施設
しせつ

整備
せいび

を行 う
おこなう

際
さい

のハードル
は ー ど る

を低く
ひくく

していく．施設
しせつ

を設置
せっち

していく

際
さい

に土地
と ち

の確保
かくほ

，建設費
けんせつひ

も公費
こうひ

だけでは不 十 分
ふじゅうぶん

で，自己
じ こ

資金づくり
し きんづ くり

に追われる
お わ れ る

．土地
と ち

の

無 償
むしょう

貸
たい

与
あたえ

や建築費
けんちくひ

の見直し
みなおし

が必 要
ひつよう

． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

等
とう

を活 用
かつよう

し、社 会
しゃかい

資源
しげん

の課題
かだい

を地域
ちいき

全 体
ぜんたい

で 考 え
かんが  

、必 要
ひつよう

な

対 応
たいおう

を 考 え る
かんが    

仕組み
しく  

や場
ば

を設 け る
もう    

とともに、社 会
しゃかい

資源
しげん

の開 発
かいはつ

・整備
せいび

に必 要
ひつよう

と

なる財 源
ざいげん

については一 定
いってい

国
くに

の責 任
せきにん

において配 分
はいぶん

できる仕組み
し く  

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

が

ある。 

 また、社 会
しゃかい

資源
しげん

の開 発
かいはつ

促 進
そくしん

は財 源
ざいげん

問 題
もんだい

と合わせて
あ    

、責 任
せきにん

・設置
せっち

主 体
しゅたい

の意識
いしき

の

向 上
こうじょう

や、先 進 的
せんしんてき

地域
ちいき

での資源
しげん

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

やノウハウ
の う は う

等
とう

を全 国 的
ぜんこくてき

に 共 有
きょうゆう

する

仕組み
し く  

も検 討
けんとう

するべき。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

ごとに社 会
しゃかい

資源
しげん

の 現 状
げんじょう

を理解
りかい

し、何
なに

が必 要
ひつよう

となるのかをしっかりと議論
ぎろん

でき
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る 状 況
じょうきょう

を作り出す
つく だ  

ことが必 要
ひつよう

であり、その上
うえ

で、その資源
しげん

を整備
せいび

する財 政 的
ざいせいてき

な

支援
しえん

やサービス
さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

を育てる
そだ   

ことも 重 要
じゅうよう

であると 考 え る
かんが    

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 サービス提
てい

供
きよう

事
じ

業
ぎよう

者
しや

が参
さん

入
にゆう

し安
あん

定
てい

した事
じ

業
ぎよう

展
てん

開
かい

が可
か

能
のう

となる地
ち

域
いき

単
たん

価
か

の設
せつ

定
てい

に向
む

けた検
けん

討
とう

が必
ひつ

要
よう

である。また、サービス提
てい

供
きよう

事
じ

業
ぎよう

者
しや

の参
さん

入
にゆう

につい

て特
とつ

区
く

の設
せつ

定
てい

を 行
おこな

い、多
た

様
よう

な事
じ

業
ぎよう

所
しよ

を 促
うなが

す。交
こう

通
つう

弱
じやく

者
しや

を解
かい

消
しよう

すべく移
い

動
どう

手
しゆ

段
だん

！通
つう

勤
きん

・通
つう

学
がく

・通
つう

所
しよ

の確
かく

保
ほ

が不
ふ

可
か

欠
けつ

。 

○理
り

由
ゆう

 

 サービス提
てい

供
きよう

事
じ

業
ぎよう

者
しや

の善
ぜん

意
い

を拠
よ

り 所
どころ

とした社
しや

会
かい

資
し

源
げん

をいつまでも待
ま

ち続
つづ

け

るわけにはいかない。特
とつ

区
く

設
せつ

定
てい

ではあっても、一
いつ

定
てい

の 条
じよう

件
けん

（サービス提
てい

供
きよう

にか

かる研
けん

修
しゆう

・有
ゆう

資
し

格
かく

者
しや

の確
かく

保
ほ

・経
けい

験
けん

年
ねん

数
すう

の軽
けい

減
げん

に 伴
ともな

う、研
けん

修
しゆう

強
きよう

化
か

）が必
ひつ

要
よう

である。 

 公
こう

共
きよう

交
こう

通
つう

機
き

関
かん

がなく、通
つう

勤
きん

できず、就
しゆう

労
ろう

できない。こどもの学
がつ

校
こう

への送
そう

迎
げい

で

母
はは

親
おや

が 働
はたら

きたくても 働
はたら

けない。送
そう

迎
げい

サービスがないので通
つう

所
しよ

できない。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

の人 口
じんこう

規模
き ぼ

や地域
ちいき

の特 性
とくせい

を踏
ふ

まえて、幾つ
い く

かの類型化
るいけいか

をはかり、そのための地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のあり方
かた

を検 討
けんとう

すべきと 考
かんが

える。 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

は多
おお

いが、地縁
ちえん

の薄
うす

くなった都市型
としがた

に比
くら

べ、地縁
ちえん

が根
ね

づいている地域型
ちいきがた

で

は、 高 齢 者
こうれいしゃ

支援
しえん

との 関 係 性
かんけいせい

を踏
ふ

まえた多機能
たきのう

システム
し す て む

の 構 築
こうちく

、地縁
ちえん

に 基
もと

づく

インフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

の 充 実
じゅうじつ

などが 考
かんが

えられる。また、インフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

の

充 実
じゅうじつ

は 、 当 該
とうがい

地域
ちいき

の 地 域 力
ちいきちから

の 向 上
こうじょう

で あ り 、 そ れ に か か わ り 、

インフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

を 提 供
ていきょう

する 住 民
じゅうみん

の生 活
せいかつ

の 充 実
じゅうじつ

を図
はか

ることにもなると

考
かんが

えられる。そのような地域
ちいき

においては、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を 中 核
ちゅうかく

とした当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

、地域
ちいき

包 括
ほうかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

などの連 携
れんけい

をもとに、成 熟
せいじゅく

社 会
しゃかい

に対 応
たいおう

する信 頼
しんらい

と

連 帯
れんたい

の再 構 築
さいこうちく

を図
はか

るモデル
も で る

事 業
じぎょう

の創 生
そうせい

などが期待
きたい

される。 

○理由 
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 高 齢 者
こうれいしゃ

支援
しえん

、 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

を含
ふく

めた 地
ちいき

域 生
せいかつ

活 支
しえん

援のあり方
かた

を検 討
けんとう

すべき

と 考
かんが

える。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず財 政 的
ざいせいてき

保 障
ほしょう

 

○理由
りゆう

 

 金
かね

がないということは他
ほか

のものと平 等
びょうどう

な基本的
きほんてき

人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

否定
ひてい

の根 拠
こんきょ

とはなりえ

ないから 

 



15 

 

論 点
ろんてん

F
えふ

-1-2) どの地域
ちいき

であっても安 心
あんしん

して暮
く

らせるためのサービス
さ ー び す

、支援
しえん

を確保
かくほ

するた

めの財 源
ざいげん

の仕組
し く

みをどう 考
かんが

えるか？ 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国 民
こくみん

のセーフティネットとなるためにも財 源
ざいげん

は、税
ぜい

とする。そのためには、広
ひろ

く

国 民 的
こくみんてき

理解
りかい

を得
え

る広 報
こうほう

活 動
かつどう

が必 要
ひつよう

である。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を 考
かんが

えれば、身近
みぢか

な 市 町 村
しちょうそん

が 責 任
せきにん

をもって 障 害 者
しょうがいしゃ

の

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

していくことが重 要
じゅうよう

である。国
くに

がそれぞれの地域
ちいき

のことにコミット
こ み っ と

し

ていくのには限 界
げんかい

がある。地方
ちほう

が障 害 者
しょうがいしゃ

の施策
しさく

をきちんとマネジメント
ま ね じ め ん と

できる体 制
たいせい

を構 築
こうちく

するべきである。そのためには、財 源
ざいげん

をともなった権 限
けんげん

を地方
ちほう

に移 譲
いじょう

してい

くことが必 要
ひつよう

である。地方
ちほう

交付税
こうふぜい

を含
ふく

んだ財 源
ざいげん

の議論
ぎろん

を行
おこな

うべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を考
かんが

えれば、身近
みぢか

な市 町 村
しちょうそん

が障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

の実施
じっし

主 体
しゅたい

と

して責 任
せきにん

を果
は

たせるような体 制
たいせい

を構 築
こうちく

していくことが必 要
ひつよう

である。そのためには

財 源
ざいげん

をともなった権 限
けんげん

を地方
ちほう

に移 譲
いじょう

していくことが重 要
じゅうよう

である。地方
ちほう

交付税
こうふぜい

を含
ふく

んだ財 源
ざいげん

の議論
ぎろん

を行
おこな

うべきである。今後
こんご

も障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

はますます増 大
ぞうだい

する

ことを考
かんが

えれば、その財 源
ざいげん

を確保
かくほ

することは最 重 要
さいじゅうよう

課題
かだい

であると考
かんが

える。しかし、国
くに

や地方
ちほう

の厳
きび

しい現 状
げんじょう

や今 回
こんかい

の消 費 税
しょうひぜい

議論
ぎろん

を考
かんが

えれば、財 源
ざいげん

の確保
かくほ

も非 常
ひじょう

に厳
きび

し

い状 況
じょうきょう

があるのではないか。そのような状 況
じょうきょう

を考
かんが

えれば、賛否
さんぴ

両 論
りょうろん

はあろうが、

現 実 的
げんじつてき

な選択肢
せんたくし

として介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

等
とう

の活 用
かつよう

を検 討
けんとう

することも必 要
ひつよう

かもしれない。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サ－ビス全 体
ぜんたい

（あるいは社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 体
ぜんたい

）の財 源
ざいげん

の問 題
もんだい

を抜
ぬ

きに論
ろん

ずるこ

とに違和感
いわかん

があるが、理想論
りそうろん

としては次
つぎ

のように考
かんが

える。 

 国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を廃
はい

止
よ

し、国
くに

２分
ふん

の１、都道府県
とどうふけん

４分
ぷん

の１を確保
かくほ

し、その上
うえ

で、市区
し く
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町 村
ちょうそん

の規模
き ぼ

（人 口
じんこう

）によって「その市 町 村
しちょうそん

が負担
ふたん

すべき負担
ふたん

総 額
そうがく

の上 限
じょうげん

」を定
さだ

め、

それを超
こ

えた分
ぶん

については国
くに

と都道府県
とどうふけん

が自動的
じどうてき

に財 源
ざいげん

補
ほ

てんする仕組
し く

みとする。そ

うすれば、当 然
とうぜん

、人 口
じんこう

の尐
すく

ない地域
ちいき

は「その市 町 村
しちょうそん

が負担
ふたん

すべき負担
ふたん

総 額
そうがく

の上 限
じょうげん

」

が低
ひく

く抑
おさ

えられるため、支 給
しきゅう

決 定
けってい

を渋
しぶ

るという状 況
じょうきょう

は解
かい

消
け

されると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

  重度
じゅうど

であるほどサービスが適切
てきせつ

に受
う

けられていない現状
げんじょう

がある。 

 訪問
ほうもん

系
けい

サービスの事業費
じぎょうひ

の市町村
しちょうそん

負担
ふたん

25％分
ぶん

は、利用者
りようしゃ

が１日
にち

８時間
じかん

以下
い か

の利用
りよう

に

限
かぎ

って負担
ふたん

させ、１日
にち

の訪問
ほうもん

系
けい

サービスの利用
りよう

が８時間
じかん

を超
こ

えた部分
ぶぶん

は、国
くに

の責務
せきむ

で国
くに

と県
けん

でほぼ全額
ぜんがく

負担
ふたん

すべき。（市町村
しちょうそん

負担
ふたん

を１%程度
ていど

に）。 

○理由
りゆう

 

 小規模
しょうきぼ

市町村
しちょうそん

、過大
かだい

な財 政
ざいせい

赤字
あかじ

市町村
しちょうそん

でも自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

を保障
ほしょう

する制度
せいど

設計
せっけい

であるべき。 

「自
みずか

ら選択
せんたく

した地域
ちいき

において自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

を有
ゆう

する・・・制度
せいど

の構築
こうちく

に当
あ

た

っては、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

が生
しょう

じないよう十分
じゅうぶん

に留意
りゅうい

する。」（一次
いちじ

意見
いけん

）があるが、最重度
さいじゅうど

の

障害者
しょうがいしゃ

への支給
しきゅう

決定
けってい

においては、多
おお

くの市町村
しちょうそん

で守
まも

られていない。この規定
きてい

のさらな

る強化
きょうか

が必要
ひつよう

。 

 

○結論
けつろん

 

 キンジス病院
びょういん

や入所
にゅうしょ

施設
しせつ

が立地
りっち

する市町村
しちょうそん

や地域
ちいき

移行
いこう

を活発
かっぱつ

に行
おこな

う団体
だんたい

がある

市町村
しちょうそん

など、一部
いちぶ

の市町村
しちょうそん

に介護
かいご

の必要
ひつよう

な１人暮
く

らしの障害者
しょうがいしゃ

が集
あつ

まって市町村
しちょうそん

の

財 政
ざいせい

負担
ふたん

が過剰
かじょう

になる問題
もんだい

については、出身
しゅっしん

市町村
しちょうそん

と現住
げんじゅう

市町村
しちょうそん

で費用
ひよう

を折 半
せっぱん

する

仕組
し く

みを導入
どうにゅう

する。その際
さい

、支給
しきゅう

決定量
けっていりょう

には出身
しゅっしん

市町村
しちょうそん

は口
くち

を出
だ

さない仕組
し く

みに。 

○理由
りゆう

 

 離島
り と う

や他県
たけん

から移転
いてん

してくる障害者
しょうがいしゃ

も多
おお

く、出身
しゅっしん

市町村
しちょうそん

が支給
しきゅう

決定
けってい

に口出
くちだ

しできる

仕組
し く

みでは、障害者
しょうがいしゃ

が遠方
えんぽう

まで交渉
こうしょう

や説 明
せつめい

に行
い

かねばならなくなり、制度
せいど

が適
てき

切
きり

に受
う

け

られないことがおきる。現状
げんじょう

の制度
せいど

でも都道府県
とどうふけん

は 25％を負担
ふたん

するが市町村
しちょうそん

の支給量
しきゅうりょう

に

口出
くちだ

しできないのと同様
どうよう

に、出身
しゅっしん

市町村
しちょうそん

も口出
くちだ

しできない制度
せいど

にするのが適切
てきせつ

。 
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○結論
けつろん

 

・特
とく

に障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の団体
だんたい

が参入
さんにゅう

できないような場合
ばあい

には行政
ぎょうせい

が責任
せきにん

をもって支援
しえん

し

運営
うんえい

できるような仕組
し く

みが必要
ひつよう

 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず、国
くに

や自治体
じちたい

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

に関
かかわ

らず地域
ちいき

自立
じりつ

生 活
せいかつ

に必 要
ひつよう

な給 付
きゅうふ

を確保
かくほ

するこ

とを実 定 法
じっていほう

においてエンタイトルメントする。さらに、重度訪問介護
かいご

などの地域
ちいき

移行
いこう

に

貢 献
こうけん

する一 方
いっぽう

で利用者
りようしゃ

一人
ひとり

あたりの費用
ひよう

が比較的
ひかくてき

高 額
こうがく

となることもあるサービスに

ついては調 整
ちょうせい

基金
ききん

を設
もう

け、人口比
じんこうひ

で総利用
そうりよう

額
がく

が一
いち

定 額
ていがく

を超
こ

えた部分
ぶぶん

については国庫
こっこ

負担
ふたん

比率
ひりつ

を高
たか

める等
とう

の仕組
し く

みを設
もう

ける。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

予算
よさん

、福祉
ふくし

予算
よさん

に対
たい

する国
くに

の分 配 率
ぶんぱいりつ

を高
たか

める。 

○理由
りゆう

 

 わが国
くに

・政府
せいふ

の障 害
しょうがい

予算
よさん

の分 配 率
ぶんぱいりつ

はきわめて低
ひく

く、また福祉
ふくし

予算
よさん

の割 合
わりあい

で他
ほか

の国
くに

と比較
ひかく

しても、低
ひく

い水 準
すいじゅん

となっているため。 

 また政府
せいふ

は、歳 入
さいにゅう

と歳 出
さいしゅつ

の権 限
けんげん

を有
ゆう

する省 庁
しょうちょう

を分
わ

けるべきである。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の明文化
めいぶんか

が法 律 的
ほうりつてき

に行
おこな

われれば、その基本
きほん

条 件
じょうけん

は明
あき

らかであることか

ら、最 低
さいてい

生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

の内 容
ないよう

を法 律
ほうりつ

によって示
しめ

し、都道府県
とどうふけん

への一 括
いっかつ

交付
こうふ

金
きん

を財 源
ざいげん

とする。 

 現 在
げんざい

のままであれば、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

制度
せいど

によって国
くに

・都道府県
とどうふけん

・市 町 村
しちょうそん

の負担
ふたん

とする。 

○理由
りゆう

 

 制度
せいど

設 計
せっけい

が明
あき

らかでない状 況
じょうきょう

と、国
くに

の財 源
ざいげん

方 針
ほうしん

が明 確
めいかく

でない中
なか

で意見
いけん

を出
だ

す

のは困 難
こんなん

。 

 ただし、現 状
げんじょう

で言
い

えば、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

の領 域
りょういき

では、国
くに

が示
しめ

した 97:3 という医療費
いりょうひ

:
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保健
ほけん

福祉費
ふくしひ

はおかしいのであって、マディソン
ま で ぃ そ ん

では 15:85であり、医 療
いりょう

に偏
かたよ

りすぎてい

るのが実 態
じったい

です。これを是正
ぜせい

するだけで、財 源
ざいげん

は十 分
じゅうぶん

に地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

とし

て確保
かくほ

されます。 

 尐
すく

なくとも、他
ほか

の国 々
くにぐに

が財 源
ざいげん

問 題
もんだい

も含
ふく

み脱
だつ

施設化
しせつか

政 策
せいさく

を行
おこな

ったのであって、

日本
にほん

も当 然
とうぜん

考
かんが

える歴史的
れきしてき

転換期
てんかんき

にあると思
おも

います。50:50 としても約
やく

9600億 円
おくえん

が

保健
ほけん

福祉
ふくし

に使
つか

われるわけで、現 在
げんざい

の 501億 円
おくえん

の 19倍
ばい

の財 源
ざいげん

が確保
かくほ

されれば、サービス
さ ー び す

資源
しげん

開 発
かいはつ

は一 挙
いっきょ

に解 決
かいけつ

いたします。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に限
かぎ

らず高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

、医 療
いりょう

、介護
かいご

すべて福祉的
ふくしてき

経費
けいひ

であり消 費 税
しょうひぜい

な

どを充
あ

てる。間違
まちが

っても医療費
いりょうひ

やこれまでの福祉
ふくし

財 源
ざいげん

を流 用
りゅうよう

すべきでない。その規模
き ぼ

は

諸 外 国
しょがいこく

の福祉
ふくし

予算並
よさんな

みには確保
かくほ

すること。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 健 康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な最 低
さいてい

限度
げんど

の生 活
せいかつ

が保 障
ほしょう

される国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

であるべき。 

国
くに

・都道府県
とどうふけん

の財 源
ざいげん

負担
ふたん

をもとに、重 度
じゅうど

の 障 害
しょうがい

があっても最 低
さいてい

限度
げんど

の生 活
せいかつ

が

保 障
ほしょう

できるサービス量
      りょう

を 継 続 的
けいぞくてき

（２４時間
  じかん

支援
しえん

）に 提 供
ていきょう

できるとともに、

サ ー ビ ス 量
       りょう

の 超 過
ちょうか

については 必 要 性
ひつようせい

が 適 切
てきせつ

に審査
しんさ

できる仕組み
しく  

が 必 要
ひつよう

と

考 え る
かんが    

。（F-5-1も 参 照
さんしょう

されたい。） 

○理由
りゆう

 

 市 町 村
しちょうそん

現場
げんば

では、 障 害 者
しょうがいしゃ

の多様
たよう

な価値観
かちかん

、ライフスタイルに基づく
もとづく

サービスニー

ズに 直 面
ちょくめん

しつつ、サービスの 支 給 量
しきゅうりょう

決 定
けってい

においては国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を 実 質
じっしつ

上 限
じょうげん

として意識
いしき

せざるを得ない
    え   

状 況
じょうきょう

があり、担 当 者
たんとうしゃ

は利用者
りようしゃ

ニーズと自立
じりつ

支援
しえん

制度
せいど

の 間
あいだ

でその対 応
たいおう

に非 常
ひじょう

に苦慮
くりょ

している。 

 限られた
かぎ    

財 源
ざいげん

のもと、 障 害 者
しょうがいしゃ

の健 康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な最 低
さいてい

限度
げんど

の生 活
せいかつ

を保 障
ほしょう

する

国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

（ナショナルミニマム）と市民
しみん

合意
ごうい

の得られる
え   

、わかりやすい制度
せいど

設 計
せっけい

が

必 要
ひつよう

である。（F-5-1も 参 照
さんしょう

されたい。） 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の予算
よさん

を諸外国並
しょがいこくな

みに引
ひ

き上
あ

げ、財 源
ざいげん

とする。そのためには、どのよ

うに国 民 的
こくみんてき

課題
かだい

に引
ひ

き上
あ

げるべきかの検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。 

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 広
ひろ

く議論
ぎろん

して行
い

く中
なか

で検 討
けんとう

される必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 一 方 的
いっぽうてき

な理念
りねん

に偏
かたよ

った財 源 論
ざいげんろん

は望
のぞ

ましくない。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

がいちりつの 上
じょう

げんを決
き

めるのではなく、必
ひつ

ような人
ひと

に必
ひつ

ような介
かい

じょのお金
かね

を支
し

はらう保
ほ

しょうをするべきだ。 

○理由
りゆう

 

 お金
かね

のない、障がい者
しょうがいしゃ

のすくない自
じ

ち体
たい

ほど、国
くに

のきじゅんを、自分
じぶん

たちの町
まち

の 上
じょう

げんにすりかえてきたれきしがある。それをさせないための財
ざい

げんのしくみがもとめら

れる。ただ、①必
ひつ

ような人
ひと

に必
ひつ

ような介
かい

じょのお金
かね

を支
し

はらう保
ほ

しょうをする、だけ

でなく、論 点
ろんてん

F-1-1)でみたように、②かくさをなくすための特
とく

べつな対
たい

さくも、セット
せ っ と

でおこなうべきだ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 財 源
ざいげん

の仕組
し く

みとしては、国
くに

、都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

で適 切
てきせつ

な案 分
あんぶん

割 合
わりあい

を検 討
けんとう

すべ

きである。 

○理由
りゆう

 

 日本
にほん

国 民
こくみん

である障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

を実質化
じっしつか

することは国
くに

の責務
せきむ

であ

る。従
したが

って、このために必 要
ひつよう

な支援
しえん

にかかる費用
ひよう

は国
くに

、都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

が協 力
きょうりょく

し

て負担
ふたん

すべきである。 
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【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 宅
きょたく

サービス
さ ー び す

においては１ 日
にち

８時間
じかん

までのサービス
さ ー び す

を 国
くに

が５０％、都道府県
とどうふけん

と

市 町 村
しちょうそん

が２５％の割 合
わりあい

で負担
ふたん

し、８時間
じかん

以 上
いじょう

のサービス
さ ー び す

については全 額
ぜんがく

国庫
こっこ

負担
ふたん

と

する。 

○理由
りゆう

 

 このことによって長 時 間
ちょうじかん

利用
りよう

のサービス
さ ー び す

に抑 制
よくせい

をかける可能性
かのうせい

がなくなり、安 心
あんしん

して暮
く

らせるためのサービス
さ ー び す

の財 源
ざいげん

が確保
かくほ

される。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

は、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

のような社 会
しゃかい

保険
ほけん

制度
せいど

はなじまないと 考
かんが

える。

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

制度
せいど

は税 方 式
ぜいほうしき

で実施
じっし

すべきと思う
おも 

が、まずは、この国
くに

の社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

の

ビジョンを検討することが重要と 考
かんが

える。 

 また、 市 町 村
しちょうそん

が 必 要
ひつよう

な 支 援 量
しえんりょう

を確保
かくほ

するために、国庫負担
こっこふたん

基 準
きじゅん

は廃止
はいし

し、

市 町 村
しちょうそん

の規模
き ぼ

ごとに市 町 村
しちょうそん

の負担
ふたん

上 限 額
じょうげんがく

を定めた
さだ  

うえで、それを超えた
こ   

費用
ひよう

につ

いて国
くに

が補填
ほてん

する仕組み
し く  

が 考
かんが

えられる。 

○理由
りゆう

 

 給 付
きゅうふ

抑 制
よくせい

や市 町 村
しちょうそん

格差
かくさ

を 解 消
かいしょう

する有 効
ゆうこう

な手 段
しゅだん

と 考
かんが

える。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

に尐
すく

なくとも O E C D
おーいーしーでぃー

なみの予算
よさん

を当
あ

てること 

 具体的
ぐたいてき

にどこから、どのようにという類
たぐい

の財 源 論
ざいげんろん

は、福祉
ふくし

・医 療
いりょう

政 策
せいさく

検 討
けんとう

の場
ば

で

はなじまないし、一致
いっち

した見 解
けんかい

を部会
ぶかい

に求
もと

めるには無理
む り

がある。国
くに

の財 政
ざいせい

のあり方
かた

、

所 得
しょとく

配 分
はいぶん

の不公平
ふこうへい

、消 費 税
しょうひぜい

などさまざまな意見
いけん

があり、福祉
ふくし

・医 療
いりょう

のあるべき施策
しさく

を論議
ろんぎ

するには障 害
しょうがい

になる。 
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【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 盛
も

り込
こ

むべき。一 定
いってい

以 上
いじょう

の介護
かいご

が必 要
ひつよう

な障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する財 源
ざいげん

は、国
くに

が支援
しえん

すべ

きである。 

○理由
りゆう

 

 市 町 村
しちょうそん

ごとの裁 量
さいりょう

に任
まか

せたまま、市 町 村
しちょうそん

の財 源
ざいげん

を利用
りよう

することにすると、自立
じりつ

支援法
しえんほう

そのものが利用
りよう

できない地域
ちいき

がでる。給 付
きゅうふ

に制 限
せいげん

を設
もう

けず、必 要
ひつよう

な人
ひと

には

必 要
ひつよう

なだけ給 付
きゅうふ

すべきで、現 行
げんこう

の障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

ごとの上 限
じょうげん

基 準
きじゅん

は撤 廃
てっぱい

すべきで

ある。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自治体
じちたい

の財 源
ざいげん

次第
しだい

で、地域
ちいき

生 活
せいかつ

が可能
かのう

な所
ところ

とそうでない所
ところ

があるといった地域
ちいき

格差
かくさ

を、決
けっ

して生
しょう

じさせてはならない。そのためには、地域
ちいき

での生 活
せいかつ

は権利
けんり

であるとの確 認
かくにん

の下
した

、そのための施策
しさく

や財 源
ざいげん

は地方
ちほう

の裁 量
さいりょう

に委
ゆだ

ねるのでなく、国
くに

として義務
ぎ む

を負
お

う

か、義務的
ぎむてき

な基 準
きじゅん

を設
もう

けるべきである。 

 ＯＥＣＤ加盟
かめい

各 国
かっこく

と比較
ひかく

して、我
わ

が国
く

における障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

が尐
すく

ない。ＯＥＣＤ

の１０位
い

以内
いない

に入
はい

るくらいの予算
よさん

措置
そ ち

を国
くに

の責 任
せきにん

として確保
かくほ

すべきである 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

は権利
けんり

であり、その最 低
さいてい

基 準
きじゅん

は国
くに

が定
さだ

めるべきである。そして、それを

担保
たんぽ

するための施策
しさく

・財 源
ざいげん

については、国
くに

が責 任
せきにん

を負
お

わなくてはならない。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 財 政
ざいせい

の仕組
し く

みは、国
くに

と都道府県
とどうふけん

・市 町 村
しちょうそん

がそれぞれ負担
ふたん

し、本 人
ほんにん

負担
ふたん

は無 料
むりょう

を

原 則
げんそく

とするべきである。 

○理由
りゆう

 

 「憲 法
けんぽう

に基
もと

づく」という基本
きほん

理念
りねん

による。 
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【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の権利
けんり

を確保
かくほ

することを基本
きほん

として、このために欠
か

かせない施策
しさく

は地方
ちほう

の

裁 量
さいりょう

に委
ゆだ

ねるのでなく、国
くに

として義務
ぎ む

を負
お

うか、義務的
ぎむてき

な基 準
きじゅん

を設
もう

けるべきである。 

○理由
りゆう

 

 事
こと

は人 権
じんけん

問 題
もんだい

であり、憲 法
けんぽう

（特
とく

に第
だい

13条
じょう

、第
だい

14条
じょう

、第
だい

25条
じょう

）を基 調
きちょう

に国家的
こっかてき

な責務
せきむ

として優 先
ゆうせん

されなければならない。また、地域
ちいき

によってその権利
けんり

が享 受
きょうじゅ

できな

いことがあってはならない。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 弱い
よわ

者
もの

にしわ寄せ
よ

がいかないように、強い
つよ

財政
ざいせい

と強い
つよ

社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

を構 築
こうちく

して下
くだ

さ

い。 

○理由
りゆう

 

 ＯＥＣＤで 中 間
ちゅうかん

に位置
い ち

する程度
ていど

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

の確保
かくほ

は国
くに

の責務
せきむ

だから。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 O E C D
ＯＥＣＤ

の国 々
くにぐに

の中
なか

で 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に関 係
かんけい

する予算
よさん

は尐ない
すくない

．O E C D
ＯＥＣＤ

の1 0
１０

位
い

以内
いない

に入る
はいる

ような予算
よさん

措置
そ ち

を国
くに

の責 任
せきにん

で行う． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

予算
よさん

について諸外国並み
しょがいこくな  

の 水 準
すいじゅん

（ＯＥＣＤ平 均
へいきん

以 上
いじょう

）を目指し
め ざ  

着 実
ちゃくじつ

に確保
かくほ

し、財 源
ざいげん

とする。また、全 国 的
ぜんこくてき

に支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の

人 数
にんずう

やサービス
さ ー び す

の基盤
きばん

整備
せいび

状 況
じょうきょう

等
など

を勘 案
かんあん

した、財 源
ざいげん

の配 分
はいぶん

方 法
ほうほう

についてより

精緻化
せいちか

されるべき。 

○理由
りゆう

 

 まずは諸外国並み
しょがいこくな  

水 準
すいじゅん

の財 源
ざいげん

を確保
かくほ

した上
うえ

で、必 要
ひつよう

な地域
ちいき

に適 切
てきせつ

な財 源
ざいげん

が

配 分
はいぶん

される仕組み
し く  

を構 築
こうちく

すべきと 考 え る
かんが    

ため。 
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【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 人
じん

口
こう

当
あ

たりの 標
ひよう

準
じゆん

的
てき

な社
しや

会
かい

資
し

源
げん

の設
せつ

定
てい

が妥
だ

当
とう

であるか否
いな

か議
ぎ

論
ろん

する必
ひつ

要
よう

があるが、自
し

然
ぜん

発
はつ

生
せい

的
てき

に整
せい

備
び

されるのを待
ま

つことは権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

の観
かん

点
てん

から許
ゆる

される

ことではない。期
き

間
かん

を区
く

切
ぎ

り全
ぜん

国
こく

にくまなく社
しや

会
かい

資
し

源
げん

を配
はい

置
ち

するには、標
ひよう

準
じゆん

的
てき

な

社
しや

会
かい

資
し

源
げん

整
せい

備
び

を根
こん

拠
きよ

とした使
し

途
と

限
げん

定
てい

の特
とく

例
れい

交
こう

付
ふ

財
ざい

源
げん

措
そ

置
ち

を講
こう

じるべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

 社
しや

会
かい

資
し

源
げん

整
せい

備
び

には、インセンティブとなる財
ざい

源
げん

措
そ

置
ち

が効
こう

果
か

的
てき

である。社
しや

会
かい

資
し

源
げん

整
せい

備
び

状
じよう

況
きよう

を公
こう

開
かい

することもインセンティブとして効
こう

果
か

的
てき

である。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の権利
けんり

を確保
かくほ

することを基本
きほん

として、そのために欠
か

かせない施策は、地方
ちほう

の

裁 量
さいりょう

に委
ゆだ

ねるのでなく、ナショナルミニマル
な し ょ な る み に ま る

を設 定
せってい

するなどして、国
くに

で義務
ぎ む

を負
お

う

シ
しすてむ

ステムを検 討
けんとう

すべきである、 

○理由 

 人 権
じんけん

問 題
もんだい

であり、地域
ちいき

によって、その権利
けんり

が 享 受
きょうじゅ

できないことがあってはならな

い。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 他
ほか

のものと平 等
びょうどう

な人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

のための支援
しえん

として位置
い ち

づける 

したがって財 源
ざいげん

の乏
とぼ

しいところには国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

って手当
て あ

てすべき 

○理由
りゆう

 

 人 権
じんけん

問 題
もんだい

であるから 
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論 点
ろんてん

F
えふ

-1-3) 地域
ちいき

移行
いこう

や地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の 解 消
かいしょう

を図
はか

るため、地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

に向
む

けた、

かつての「ゴールドプラン
ご ー る ど ぷ ら ん

」「 障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

：ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

7 カ年
ねん

戦 略
せんりゃく

」

のような国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

が必 要
ひつよう

か？あるいは何
なん

らかの時限
じげん

立 法
りっぽう

を制 定
せいてい

する必 要
ひつよう

があるか？ 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 先 述
せんじゅつ

の論旨
ろんし

に沿い
そ い

おおいにあると感じる
かんじる

。目 標
もくひょう

設 定
せってい

とそれに向けた
む け た

年次
ねんじ

計 画
けいかく

を

作る
つくる

べきである。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の課題
かだい

の啓 発
けいはつ

に「国 際
こくさい

障 害 者
しょうがいしゃ

年
とし

」は大
おお

いに寄
やどりき

与
くみ

した。 

 箱
はこ

モノ行 政
ぎょうせい

とならないことを前 提
ぜんてい

に、財 源
ざいげん

確保
かくほ

を含
ふく

めて、何
なん

らかの国
くに

レベルの

プランは必 要
ひつよう

と考
かんが

えます。 

○理由
りゆう

 

 あらゆる地方
ちほう

自治
じ ち

の基盤
きばん

に関 係
かんけい

するので国 内 法
こくないほう

整備
せいび

が必 要
ひつよう

です。また、国
くに

の

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の方 向
ほうこう

づけを国 民
こくみん

に広 報
こうほう

することが大 切
たいせつ

である。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 基礎
き そ

づくりのための基本
きほん

計 画
けいかく

は必 要
ひつよう

であるが、一 般
いっぱん

市民
しみん

の合意
ごうい

形 成
けいせい

を必 要
ひつよう

とす

るので、市民
しみん

参加型
さんかがた

のスパイラル
す ぱ い ら る

方 式
ほうしき

が望
のぞ

ましい。地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

については、

地方
ちほう

財 政
ざいせい

の格差
かくさ

を国
くに

レベル
れ べ る

の政 策
せいさく

でいかに埋
う

めていくかという議論
ぎろん

抜
ぬ

きには実 現
じつげん

で

きないと思
おも

われる。その意味
い み

で、理念
りねん

に基
もと

づく提 案
ていあん

ではなく、国
くに

の責 任
せきにん

と地方
ちほう

の責 任
せきにん

を財 政
ざいせい

レベル
れ べ る

まで含
ふく

めて、両 方
りょうほう

明記
めいき

するような方 向 性
ほうこうせい

が必 要
ひつよう

。ただし地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

の達 成 数
たっせいすう

だけが評 価
ひょうか

されるような内 容
ないよう

では「施設
しせつ

や病 院
びょういん

からの追
お

い出
だ

し」とい

う方
ほう

向 性
こうせい

が生
う

まれかねないので、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の質
しつ

を厳
きび

しく問
と

う内 容
ないよう

を第
だい

一義
いちぎ

に含
ふく

め

るべきである。 

○理由
りゆう
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 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を考
かんが

えれば、納 税 者
のうぜいしゃ

としての一 般
いっぱん

市民
しみん

の合意
ごうい

形 成
けいせい

を必 要
ひつよう

と

するので、市民
しみん

参加型
さんかがた

のスパイラル
す ぱ い ら る

方 式
ほうしき

が望
のぞ

ましい。地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

については、

地方
ちほう

財 政
ざいせい

の格差
かくさ

を国
くに

レベル
れ べ る

の政 策
せいさく

でいかに埋
う

めていくかという議論
ぎろん

抜
ぬ

きには実 現
じつげん

で

きないと思
おも

われる。その意味
い み

で、理念
りねん

に基
もと

づく提 案
ていあん

ではなく、国
くに

の責 任
せきにん

と地方
ちほう

の責 任
せきにん

を財 政
ざいせい

レベル
れ べ る

まで含
ふく

めて検 討
けんとう

していくことが重 要
じゅうよう

である。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

を推 進
すいしん

する上
うえ

で、現 在
げんざい

、地域
ちいき

のサービス基盤
きばん

が脆 弱
ぜいじゃく

であり、かつ、

地域間
ちいきかん

格差
かくさ

があるといえる。国
くに

として、そのための予算
よさん

確保
かくほ

をする上
うえ

で、「プラン」や時限
じげん

立 法
りっぽう

は効果的
こうかてき

であると考
かんが

える。ただし、その内 容
ないよう

をより具体的
ぐたいてき

で実 効 性
じっこうせい

あるもの

とするためには、調 査
ちょうさ

データなどによる明 確
めいかく

な根 拠
こんきょ

に基
もと

づく必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 国
くに

レベルのプランが必要
ひつよう

。時限
じげん

立法
りっぽう

も行
おこな

うべき。 

○理由
りゆう

 

 世間
せけん

に対
たい

して、24時間
じかん

介護
かいご

や地域
ちいき

移行
いこう

を認知
にんち

してもらい、増税分
ぞうぜいぶん

が安心
あんしん

した生 活
せいかつ

の

ために使
つか

われると認識
にんしき

してもらうため。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 従 来
じゅうらい

のようなヘルパーの数
かず

や施設
しせつ

人 員
じんいん

に対
たい

する整備
せいび

目 標
もくひょう

ならば不要
ふよう

である。作
つく

る

とすれば、ＯＥＣＤ水 準
すいじゅん

まで障 害
しょうがい

予算
よさん

を計 画 的
けいかくてき

に漸
すすむ

増
ま

させる財 政
ざいせい

プランであり、

それを可能
かのう

とする財 源
ざいげん

の確保
かくほ

と地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を是正
ぜせい

する高 額
こうがく

介護
かいご

のための調 整
ちょうせい

基金
ききん

の

整備
せいび

であろう。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

は必 要
ひつよう

。ある程度
ていど

の目 標
もくひょう

の強 制 力
きょうせいりょく

も必 要
ひつよう

。 
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【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 支援
しえん

や資源
しげん

の整備
せいび

を一気
いっき

にすすめるための時限
じげん

立 法
りっぽう

は必 要
ひつよう

である。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 脱施設化
だつしせつか

政 策
せいさく

を行
おこな

うために、国
くに

の計 画
けいかく

と立 法
りっぽう

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 法 的
ほうてき

強 制 力
きょうせいりょく

を持
も

たずに進
すす

めることは困 難
こんなん

です。今
いま

までの何度
なんど

もの制度
せいど

改 正
かいせい

でも、

検 討 会
けんとうかい

の結果
けっか

としての国
くに

の示
しめ

したビジョン
び じ ょ ん

でも、精神科
せいしんか

医 療
いりょう

で言
い

えば 72,000 床
しょう

の

病 床
びょうしょう

削 減
さくげん

はできないのであって、思
おも

い切
き

った方 針
ほうしん

を出
だ

すべきです。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 財 源
ざいげん

確保
かくほ

を担
たん

保
ほ

した上
うえ

での国
くに

レベル
れ べ る

でのプラン
ぷ ら ん

であれば有 効
ゆうこう

と考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 「かけ声
こえ

」だけでは進
すす

まない。まず財 源 論
ざいげんろん

が不可欠
ふかけつ

である。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国 内
こくない

の実 情
じつじょう

に合
あ

わせ段 階 的
だんかいてき

に制度
せいど

を充 実
じゅうじつ

させるためには、年 限
ねんげん

を設
もう

けた国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

の作 成
さくせい

と、国 民
こくみん

への周 知
しゅうち

・啓 発
けいはつ

が不可欠
ふかけつ

である。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 E-2-5)のような施策
しさく

を一気
いっき

に展 開
てんかい

することは難
むずか

しいのでまずは時限的
じげんてき

なプランを立
た

て、その進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

に応
おう

じて段 階 的
だんかいてき

な強 制 力
きょうせいりょく

を高
たか

めていくしかない。 
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【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

展 開
てんかい

のための資源
しげん

整備
せいび

拡 大
かくだい

に向けて
む

の時限
じげん

立 法
りっぽう

は不可欠
ふかけつ

。 

○理由 

 今
いま

こそ重い
おも

障害
しょうがい

を持つ
も

人
ひと

を「要る
い

人
ひと

」「居る
い

人
ひと

」として捉えなおす
とら

ことが必 要
ひつよう

。

その転 換
てんかん

の実体化
じったいか

のために、どうしても今
いま

やらなければならない。地域
ちいき

で生きて
い

いこ

うとする重い
おも

障害
しょうがい

を持つ
も

人
ひと

こそが 状 況
じょうきょう

を変える
か

。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ひつようだ。 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

F-1-1)とおなじ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 何
なん

らかの国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

、あるいは時限
じげん

立 法
りっぽう

の制 定
せいてい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 日本
にほん

における障 害 者
しょうがいしゃ

への対 応
たいおう

が立
た

ち遅
おく

れている現 状
げんじょう

を改 善
かいぜん

するためには、国
くに

レベル
れ べ る

での対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

である。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 今
いま

の障
さわ

がい者
もの

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進 室
すいしんしつ

を 局
きょく

に格
かく

上
あ

げし、５０名
めい

程度
ていど

の 職 員
しょくいん

が必 要
ひつよう

。

財 政 的
ざいせいてき

な基盤
きばん

も必 要
ひつよう

なので時限
じげん

立 法
りっぽう

で地域
ちいき

移行
いこう

１０カ年
かねん

緊 急
きんきゅう

戦 略
せんりゃく

をとるべき

である。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。 
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○理由
りゆう

 

 国
こく

が責 任
せきにん

をもって 戦 略 的
せんりゃくてき

なプラン
ぷ ら ん

を作 成
さくせい

することは、 脆 弱
ぜいじゃく

なサービス
さ ー び す

の基盤
きばん

や市 町 村
しちょうそん

格差
かくさ

を 解 消
かいしょう

する上
うえ

で必 要
ひつよう

である。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の絶
ぜっ

対 数
たいすう

が極
きわ

めて不足
ふそく

している。国
くに

レベル
れ べ る

での目 標
もくひょう

の

再 確 認
さいかくにん

と財 政
ざいせい

投資
とうし

が必 要
ひつよう

である。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。 

 特
とく

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の内 容
ないよう

は、今
いま

までの福祉
ふくし

・障 害
しょうがい

・難 病
なんびょう

等
とう

の諸制度
しょせいど

の

大規模
だいきぼ

な改 定
かいてい

が予測
よそく

できるし、そうでなければ、自立
じりつ

支援法
しえんほう

を若 干
じゃっかん

補 強
ほきょう

した程度
ていど

の

ものになるであろう。大規模
だいきぼ

な改 定
かいてい

の場合
ばあい

は、移行
いこう

には数 年
すうねん

、10年
ねん

前後
ぜんご

が必 要
ひつよう

であ

る。 これらの移行
いこう

に国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

って臨
のぞ

むことが必 要
ひつよう

である。また、良
よ

いものが

法制化
ほうせいか

されても、当事者
とうじしゃ

にわかりやすい形
かたち

で、早
はや

くに普 及
ふきゅう

されなければならない。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

は、やはり国
くに

レベルで行
おこな

われた方
ほう

が良
よ

い。当時
とうじ

、意味
い み

も解
わか

らないま

まにノーマライゼーションという言葉
ことば

が先 行
せんこう

したが、施設側
しせつがわ

でさえも理解
りかい

されていたの

かどうか疑問
ぎもん

であった。施設
しせつ

から行
ゆ

き先
きさき

も決
き

まらないのに、早
はや

く退
たい

所
しょ

させるための言葉
ことば

のように当事者
とうじしゃ

には思
おも

われた。国
くに

が責 任
せきにん

もってプランを立
た

て検
けん

証
しょう

しつつ執 行
しっこう

するこ

とが必 要
ひつよう

。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である 

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

実施
じっし

計 画
けいかく

５カ年
ねん

計 画
けいかく

のような、見直
みなお

しと改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

である 
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【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 お金
かね

の裏付
うらづ

けがあるのであれば必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

移行
いこう

のための時限
じげん

立 法
りっぽう

は作
つく

ってほしい 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 かつての国
くに

レベル
れ べ る

のこうしたプラン
ぷ ら ん

が、かけ声
こえ

だけで計 画
けいかく

どおりには進
すす

まず、

障 害
しょうがい

者
しゃ

施策
しさく

の遅
おく

れの原 因
げんいん

となってきた。今後
こんご

は、これからわたしたちが作
つく

り上
あ

げる

新制度
しんせいど

の。確 実
かくじつ

な実施
じっし

を図
はか

るべきで、緊 急
きんきゅう

要 求
ようきゅう

はその年度
ねんど

の予算
よさん

措置
そ ち

をとることで

解 決
かいけつ

すべきで、時限
じげん

立 法
りっぽう

の制 定
せいてい

なども当 面
とうめん

は必 要
ひつよう

ないと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 そのためにも、今 回
こんかい

の「 障 害
しょうがい

者
しゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法
ほう

」の制 定
せいてい

に全 力
ぜんりょく

をあげたい。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

でしょう。 

○理由
りゆう

 

 日本
にほん

の 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

では国
くに

レベルで責 任
せきにん

をもって基盤
きばん

整備
せいび

を推 進
すいしん

しなければなら

ないことは明
あき

らか。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 必 要
ひつよう

．他
た

の者
もの

との 平 等
びょうどう

が確保
かくほ

できるための社 会
しゃかい

資源
しげん

整備
せいび

は 緊 急
きんきゅう

の課題
かだい

である．

資源
しげん

整備
せいび

のための時限
じげん

立 法
りっぽう

が必 要
ひつよう

． 
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【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

の地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の 解 消
かいしょう

に向け
む け

、支援
しえん

を 必 要
ひつよう

とする 障 害 者
しょうがいしゃ

の 一 定
いってい

の

生 活
せいかつ

圏 内
けんない

の人 数
にんずう

等
とう

を適 切
てきせつ

に把握
はあく

し、均 点 的
きんてんてき

なサービス
さ ー び す

基盤
きばん

整備
せいび

を促 進
そくしん

する時限
じげん

立 法
りっぽう

を制 定
せいてい

するべき。 

○理由
りゆう

 

 これまでの論 点
ろんてん

にもある事項
じこう

を議論
ぎろん

する上
うえ

で、何より
なに   

地域
ちいき

における様 々
さまざま

な基盤
きばん

整備
せいび

の実 現
じつげん

が不可欠
ふかけつ

であると考 え ら れ る
かんが        

。そのため計 画 的
けいかくてき

かつ 着 実
ちゃくじつ

な整備
せいび

を一 定
いってい

前 進
ぜんしん

させる必 要
ひつよう

があると思われる
おも     

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 必
ひつ

要
よう

である。 

○理
り

由
ゆう

 

 制
せい

限
げん

された財
ざい

政
せい

状
じよう

況
きよう

から、使
し

途
と

を限
げん

定
てい

とした目
もく

的
てき

消
しよう

費
ひ

税
ぜい

による財
ざい

源
げん

確
かく

保
ほ

を検
けん

討
とう

されたい。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 国
くに

レベル
れ べ る

のプラン
ぷ ら ん

は必 要
ひつよう

である 

○理由 

 地域
ちいき

移行
いこう

や地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の 解 消
かいしょう

を図
はか

るため。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 時限
じげん

立 法
りっぽう

としても、基本的
きほんてき

人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

をすべてのひとに保 障
ほしょう

するために 
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論 点
ろんてん

F
えふ

-1-4) 現 行
げんこう

の都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及
およ

び市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

につい

てどう評 価
ひょうか

するか？また、今後
こんご

のあり方
かた

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

で自主的
じしゅてき

に障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に取
と

り組
く

むためには、引
ひ

き続
つづ

き、各自治体
かくじちたい

が自主的
じしゅてき

に

策 定
さくてい

するべき。その際
さい

、国
くに

・都道府県
とどうふけん

・区
く

市 町 村
しちょうそん

の各施策
かくしさく

の整 合 性
せいごうせい

を図
はか

るため、

国
くに

が基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

や考
かんが

え方
かた

を示
しめ

すとともに、ナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

で実施
じっし

すべきものに

ついては、国
くに

において必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

を確保
かくほ

することが必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

計 画
けいかく

である障 害 者
しょうがいしゃ

計 画
けいかく

とは別
べつ

に、具体的
ぐたいてき

な数値
すうち

目 標
もくひょう

や

必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

見 込 量
みこみりょう

及
およ

びその確保
かくほ

のための方 策
ほうさく

などを定
さだ

めることとされている

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、自治体
じちたい

の主 体 的
しゅたいてき

な施策
しさく

展 開
てんかい

に役立
やくだ

っている。一 方
いっぽう

、財 源
ざいげん

を伴
ともな

わ

ない計 画
けいかく

は、具体性
ぐたいせい

や実 現
じつげん

可能性
かのうせい

の乏
とぼ

しいものとなるため、国
くに

が必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

を担
たん

保
ほ

するとともに、地域
ちいき

の主 体 的
しゅたいてき

な施策
しさく

展 開
てんかい

を促
うなが

すためにも、大
おお

きな方 向 性
ほうこうせい

を示
しめ

す

ことが必 要
ひつよう

。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 当 該
とうがい

地域
ちいき

の 傾 向
けいこう

やウィークポイント
う ぃ ー く ぽ い ん と

を見つめた
み つ め た

うえで 編 纂
へんさん

されるものであり、

編 纂
へんさん

過程
かてい

では特
とく

に地域
ちいき

診 断
しんだん

の 重 要
じゅうよう

なツール
つ ー る

である。また財 源
ざいげん

確保
かくほ

の大きな
おおきな

論 拠
ろんきょ

としても必 要
ひつよう

なものである。計 画
けいかく

に基づく
もとづく

進 行
しんこう

管理
かんり

や計 画
けいかく

途 中
とちゅう

の 修 正
しゅうせい

、補正
ほせい

な

どに対する
たいする

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

のしっかりとした役 割
やくわり

規定
きてい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由 

 チェック
ち ぇ っ く

機能
きのう

を生かしながら
い か し な が ら

計 画
けいかく

を生きた
い き た

ものとして活 用
かつよう

していく(財 源
ざいげん

確保
かくほ

のた

めにも)視点
してん

が大事
だいじ

である。地域
ちいき

の利用者
りようしゃ

の 為
ため

に、組織
そしき

を超えた
こ え た

対 応
たいおう

体制づくり
たいせいづくり

が

テーマ
て ー ま

である。 
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【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

行 政
ぎょうせい

が身近
みぢか

となり大
おお

いに評 価
ひょうか

できる。今後
こんご

も同 様
どうよう

の福祉
ふくし

計 画
けいかく

を身近
みぢか

な行 政
ぎょうせい

で立
た

てるべきと考
かんが

える。 

 しかし、新規
しんき

策
さく

定時
ていじ

には、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

、その親
おや

の団 体
だんたい

も参加
さんか

したが、見直
みなお

し

時
とき

にはその呼
よ

びかけが地域
ちいき

によって差
さ

が生
しょう

じている。もっとも大 切
たいせつ

な計 画
けいかく

の振
ふ

り返
かえ

りがおざなりになっている。 

○理由
りゆう

 

 生 産
せいさん

年 齢
ねんれい

人 口
じんこう

の尐
すく

ない県
けん

ほど計 画
けいかく

が後 退
こうたい

している。市 町 村
しちょうそん

においても一部
いちぶ

の

例 外
れいがい

を除
のぞ

いて、同
おな

じである。高齢化
こうれいか

により税 収
ぜいしゅう

が尐
すく

ない以 上
いじょう

計 画
けいかく

に格差
かくさ

が生
しょう

じ

ている。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 F-1-3 の 論 点
ろんてん

とも 連 動
れんどう

するが、数値的
すうちてき

な 達 成
たっせい

目 標
もくひょう

だけが一人
ひとり

歩
ある

きしたり、

スローガン
す ろ ー が ん

だけが踊
おど

るような内 容
ないよう

であると、逆
ぎゃく

に、障 害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

の質
しつ

を

落
お

としていくことになりかねない。計 画
けいかく

のあるところには、実 行
じっこう

手続
てつづ

きと評 価
ひょうか

手続
てつづ

き

が必
かなら

ずセット
せ っ と

で提
てい

示
じ

されるべきである。障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

についても、この基本
きほん

条 件
じょうけん

は変
か

わらず、いわゆる Plan-Do-See を以下
い か

に実施
じっし

するかが明確化
めいかくか

され、さらに現 実
げんじつ

妥当性
だとうせい

のある財 源 的
ざいげんてき

裏打
うらう

ちが明示
めいじ

されている必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 従 来
じゅうらい

の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

については、量 的
りょうてき

整備
せいび

に重 点
じゅうてん

があったと考
かんが

える。今
いま

でも

障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

資源
しげん

の不足
ふそく

を考
かんが

えれば量 的
りょうてき

整備
せいび

も維
い

持
じ

されるべきであるが、今後
こんご

は

障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

の質
しつ

をどのように向 上
こうじょう

させていくかという質 的
しつてき

整備
せいび

目 標
もくひょう

が重 要
じゅうよう

で

あると考
かんが

える。そのためにはエビデンスベース
え び で ん す べ ー す

のサービス
さ ー び す

の質
しつ

をいわゆる Plan-Do-See

を以下
い か

に実施
じっし

することによって確保
かくほ

していくこと必 要
ひつよう

である。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスについて数値
すうち

目 標
もくひょう

を設 定
せってい

し、地域
ちいき

のサービス基盤
きばん

の整備
せいび

や就 労
しゅうろう
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支援
しえん

など一 定
いってい

の評 価
ひょうか

はできるが、その財 源
ざいげん

を担
ゆたか

保
ほ

する施策
しさく

や対 応
たいおう

が乏
とぼ

しい面
めん

があ

ったと考
かんが

える。今後
こんご

、国
くに

レベルの明 確
めいかく

な「プラン」と整 合 性
せいごうせい

をもたせた障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

に位置付
い ち づ

けることにより実 効 性
じっこうせい

が高
たか

まるものと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

計 画
けいかく

をモデルに設 計
せっけい

されたと思
おも

われる

が、外 形 的
がいけいてき

に類似
るいじ

しているだけで、現時点
げんじてん

では「単
たん

に数字
すうじ

が載
の

っている」という面
めん

が

強
し

いと思
おも

われる。実 効 性
じっこうせい

を高
たか

めるためには、予算
よさん

措置
そ ち

との連 動
れんどう

を担
たん

保
ほ

することが考
かんが

えられ、国
くに

レベルで財 源
ざいげん

配 分
はいぶん

をするための計 画
けいかく

とする考
かんが

え方
かた

もある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 現状
げんじょう

では全
まった

く評価
ひょうか

できない。市
し

は県
けん

の、県
けん

は国
くに

からの割
わ

り当
あ

てがあり、それに沿
そ

わな

い計画
けいかく

では、了解
りょうかい

がもらえず、実効性
じっこうせい

が全
まった

くない。地域
ちいき

移行
いこう

の人数
にんずう

も顔
かお

の見
み

えない支援
しえん

計画
けいかく

を作
つく

っている。 

 現行
げんこう

の福祉
ふくし

計画
けいかく

は当事者
とうじしゃ

が過半数
かはんすう

ではないのも問題
もんだい

。 

 サービス利用
りよう

当事者
とうじしゃ

が過半数
かはんすう

で、策定
さくてい

委員会
いいんかい

を作
つく

り、推進
すいしん

会議
かいぎ

の結論
けつろん

や、権利
けんり

条約
じょうやく

に

のっとった 24時間
じかん

介護
かいご

や完 全
かんぜん

地域
ちいき

移行
いこう

を組
く

み込
こ

んだ計画
けいかく

を策定
さくてい

すべき。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 予算
よさん

の伸
の

び率
りつ

から逆 算
ぎゃくさん

してサービス計 画
けいかく

を割
わ

り付
つ

けるのではなく、潜在化
せんざいか

している

ものを含
ふく

むニーズを社 会 的
しゃかいてき

に構 築
こうちく

し能 動 的
のうどうてき

に必 要
ひつよう

な予算
よさん

の獲 得
かくとく

を目指
め ざ

すべきで

ある。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・国
くに

が定
さだ

めた形 式
けいしき

に基
もと

づいた策 定
さくてい

が目立
め だ

ち、地域
ちいき

の組織化
そしきか

、地域
ちいき

に本 当
ほんとう

に必 要
ひつよう

な

社 会
しゃかい

資源
しげん

など、地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に基
もと

づいたアイデア
あ い で あ

を盛
も

り込
こ

んだ計 画
けいかく

づくりにはなって

いない。 

○理由
りゆう

 



34 

 

・計 画
けいかく

策 定
さくてい

に関
かか

わった経 験
けいけん

から、都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

に、地域
ちいき

づくりの気
き

構
かま

えが

全 体 的
ぜんたいてき

に感
かん

じられない。ペーパーワーク
ぺ ー ぱ ー わ ー く

の域
いき

を出
で

ていない策 定
さくてい

が目立
め だ

った。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 数値
すうち

目 標
もくひょう

が抑 制
よくせい

策
さく

になってしまっている自治体
じちたい

がある。 

○理由
りゆう

 

 たとえば、四国
しこく

や九 州
きゅうしゅう

では、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

や地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが生 活
せいかつ

介護
かいご

や

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

の B型
がた

への移行
いこう

を希望
きぼう

しても、県
けん

の定
さだ

めた 目 標 数
もくひょうすう

の枠
わく

を超
こ

えてしま

うため、申 請
しんせい

を受
う

け付
つ

けない傾 向
けいこう

がみられる。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

できない。 

○理由
りゆう

 

 計 画
けいかく

が市 町 村
しちょうそん

からの現場
げんば

の調 査
ちょうさ

から積
つ

み上
あ

げたものとは考
かんが

えにくい。自立
じりつ

支援法
しえんほう

成立後
せいりつご

の計 画
けいかく

に関
かん

しても、すでに計 画
けいかく

による目 標 値
もくひょうち

などは、辻 褄
つじつま

合
あ

わせといえる

ようなものであったといわれていて、それが本 当
ほんとう

ならば、信
しん

じがたい。 

 ただし、まじめに対 応
たいおう

した市 町 村
しちょうそん

と根 拠
こんきょ

のはっきりしない行 政
ぎょうせい

の出
だ

した案
あん

を

承 認
しょうにん

していく形骸化
けいがいか

した協
きょう

議会
ぎかい

でだけのところも現
げん

にあり、信 用
しんよう

できない。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 それぞれの地域
ちいき

特 性
とくせい

に立 脚
りっきゃく

した計 画
けいかく

とはなっておらず、あまり肯 定 的
こうていてき

な評 価
ひょうか

は

与
あた

えられない。財 源
ざいげん

の移 譲
いじょう

を含
ふく

め、真
しん

の「地方
ちほう

分 権
ぶんけん

」がなされることが必 要
ひつよう

であ

る。 

○理由
りゆう

 

 コンサルタント
こ ん さ る た ん と

に丸
まる

投
な

げした結果
けっか

、いわゆる「金太郎
きんたろう

飴
あめ

」的
てき

な全 国
ぜんこく

どこでも似
に

たよ

うな内 容
ないよう

になっているのが、実 状
じつじょう

である。 
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【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 次期
じ き

の都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及び
および

市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、平 成
へいせい

２４年度
   ねんど

か

ら平 成
へいせい

２６年度
  ねんど

を計 画
けいかく

期間
きかん

として策 定
さくてい

することになっているが、同 計 画
どうけいかく

の根 拠
こんきょ

と

なる 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

を廃止
はいし

し、平 成
へいせい

２５年
   ねん

８ 月
  がつ

から新 法
しんぽう

による制度
せいど

開始
かいし

とい

う方 針
ほうしん

が示されて
しめ    

いることから、国
くに

として次期
じ き

都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及び
およ 

市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の策 定
さくてい

に関する
かん  

方 針
ほうしん

を 早 急
さっきゅう

に示す
しめ 

べきである。 

○理由
りゆう

 

 次期
じ き

の都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

及 び
およ  

市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の計画期
けいかくき

間 中
かんちゅう

に、

制度
せいど

が抜 本 的
ばっぽんてき

に変 更
へんこう

することになるため、方 針
ほうしん

が明らか
あき  

にされないと 着 手
ちゃくしゅ

できな

い。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 数値
すうち

による目 標
もくひょう

の明確化
めいかくか

は評
ひょう

価
か

すべきであるが、数値
すうち

と期間
きかん

にとらわれすぎ、総 体
そうたい

としての政 策
せいさく

の積
つ

み上
あ

げが不 十 分
ふじゅうぶん

となっている。計 画
けいかく

の義務化
ぎ む か

は継 続
けいぞく

するべきであ

るが、計 画
けいかく

の前 提
ぜんてい

である基本的
きほんてき

指針
ししん

については、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の理念
りねん

を盛
も

り込
こ

ん

だものに変 更
へんこう

する必 要
ひつよう

がある。また、立
た

てられた計 画
けいかく

が障 害 者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を反 映
はんえい

して

いなかったり、計 画
けいかく

を立
た

てたものの実 現
じつげん

につながっていないものもあると聞
き

いている。

これらの解 消
かいしょう

と数値
すうち

目 標
もくひょう

の拡 大
かくだい

につながるよう、当事者
とうじしゃ

・団 体
だんたい

、事 業 者
じぎょうしゃ

団 体
だんたい

等
とう

の参加
さんか

による計 画
けいかく

の策 定
さくてい

と住 民
じゅうみん

への周 知
しゅうち

、啓 発
けいはつ

がますます重 要
じゅうよう

となる。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のメニューに合
あ

わせてた

事 業
じぎょう

の整備
せいび

計 画
けいかく

でしかなく自治体
じちたい

の主 体 性
しゅたいせい

が全
まった

く見
み

られない。自治体
じちたい

がそれぞれに

どのような福祉
ふくし

社 会 像
しゃかいぞう

を描
か

くのか、その具体性
ぐたいせい

もあわせたものにしないと自治体
じちたい

の

福祉
ふくし

計 画
けいかく

とはいえない。 
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【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の 策 定
さくてい

を 通
つう

じて 町
まち

が 行
おこな

ってきたニーズの把握
はあく

と 体 制
たいせい

整備
せいび

の

推 進
すいしん

は基本的
きほんてき

には町
まち

に任
まか

せていただき、国
くに

においては必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

をきちんと

確保
かくほ

していただきたい。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

における社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

を、住 民
じゅうみん

のためになるよう実施
じっし

するためには、町
まち

の

実 情
じつじょう

を踏
ふ

まえたものである必 要
ひつよう

がある。 

 財 源
ざいげん

が安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

されていなければ、基盤
きばん

整備
せいび

を躊 躇
ちゅうちょ

することになる。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を策 定
さくてい

する障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

・部会
ぶかい

の障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

委員
いいん

は全
すべ

て障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

を網羅
もうら

する障 害 者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

参 画
さんかく

が必 要
ひつよう

である。個別
こべつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

がほとんど反 映
はんえい

されていない。身 体
しんたい

・知的
ちてき

・精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

等 難
とうなん

・高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

・発 達
はったつ

障 害
しょうがい

等
とう

の当事者
とうじしゃ

参 画
さんかく

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 参 画
さんかく

する障 害 者
しょうがいしゃ

委員
いいん

が障 害 者
しょうがいしゃ

を網羅
もうら

する 代 弁
だいべん

できる委員
いいん

はいない。 全
すべ

ての

障 害 者
しょうがいしゃ

への施策
しさく

計 画
けいかく

策 定
さくてい

にならない。委員
いいん

以外
いがい

の身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の種 別
しゅべつ

による施策
しさく

が抜
ぬ

ける。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 上
うえ

からの枠
わく

規定
きてい

の中
なか

でつくられるのではなく、各都道府県
かくとどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

の下
した

からの

湧き上がり
わ    あ

に基づいて
もと

、つくられていくことが必 要
ひつよう

。 

○理由 

 F-1-3と同じ
おな

。 
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【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 いまのままでは不
ふ

じゅうぶん。おおきくかえるべき。 

○理由
りゆう

 

 今
いま

の計 画
けいかく

は、「そのちいきにおける解
かい

けつがむずかしいケース
け ー す

」を解
かい

けつするための

ものになっていない。Ｆ－２でとりあげる自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

とつなげて、もっと役
やく

だつ計
けい

かくにすべき。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 これは自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づいた計 画
けいかく

であり、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のできた際
さい

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の中
なか

で 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を位置
い ち

づけ義務
ぎ む

づける必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 この計 画
けいかく

は当事者
とうじしゃ

参 画
さんかく

のものと策 定
さくてい

することが要 綱
ようこう

できめられているが、実 際
じっさい

は名
な

ばかりになてっている市 町 村
しちょうそん

がほとんどなので、各部会
かくぶかい

毎
まい

に身 体
しんたい

、知的
ちてき

、精 神
せいしん

、

児童
じどう

で部会
ぶかい

を組
く

むか、地域
ちいき

生 活
せいかつ

、就 労
しゅうろう

支援
しえん

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、権利
けんり

擁護
ようご

などの部門
ぶもん

毎
まい

に当事者
とうじしゃ

参 画
さんかく

５１％以 上
いじょう

で委員会
いいんかい

を組織
そしき

すべきことを 法 令 上
ほうれいじょう

規定
きてい

することが

必 要
ひつよう

である。またその部会
ぶかい

であがったニーズ
に ー ず

を上 部
じょうぶ

委員会
いいんかい

で、各 行 政
かくぎょうせい

部門
ぶもん

担 当 者
たんとうしゃ

を入
い

れて数値
すうち

目 標
もくひょう

、予算
よさん

計 画
けいかく

を含
ふく

めて 承 認
しょうにん

していく方 式
ほうしき

をとって実 質 的
じっしつてき

な

当事者
とうじしゃ

ニーズ
に ー ず

に基
もと

づく地域
ちいき

支援
しえん

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

できるようにすべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現行の
げんこう 

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、数値
すうち

目 標
もくひょう

が示されて
しめ    

いても、 財 源
ざいげん

の裏づけ
うら  

がないため、

目 標
もくひょう

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

はできていない。今後
こんご

は国
くに

のプラン
ぷ ら ん

と整 合 性
せいごうせい

を持たせる
も    

と

ともに、予算
よさん

措置
そ ち

を講じる
こう  

べき。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ろう重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

(社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

・サ
さ

－ビス
び す

利用
りよう

等
とう

)が非 常
ひじょう

に貧 弱
ひんじゃく

である。
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都
と

道
どう

府県
ふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の中
ちゅう

で積 極 的
せっきょくてき

に設 定
せってい

し推 進
すいしん

すべきである。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地方
ちほう

の障 害 者
しょうがいしゃ

プランのなかで、決 定 的
けっていてき

に低
ひく

い位置
い ち

づけになっているのが現 状
げんじょう

の

「難 病
なんびょう

」であり形 式 的
けいしきてき

に触
ふ

れている程度
ていど

のものが多
おお

い。改
あらた

めて「遅
おく

れている『難 病
なんびょう

』

施策
しさく

を拡 充
かくじゅう

する」ための特 別
とくべつ

措置
そ ち

が必 要
ひつよう

である。また、新 法
しんぽう

が制 定
せいてい

されたら（ま

だどういうものか分
わ

からないが）本 格 的
ほんかくてき

施行
しこう

の前
まえ

に、いくつかの地域
ちいき

（分野
ぶんや

）でモデ

ル事 業
じぎょう

を実施
じっし

する…問 題 点
もんだいてん

を洗
あら

い出
だ

して改 善
かいぜん

課題
かだい

を明確化
めいかくか

して本 格
ほんかく

実施
じっし

をする

必 要
ひつよう

がある。 

 他
ほか

の分野
ぶんや

の障 害
しょうがい

と異
こと

なり、難 病
なんびょう

の場合
ばあい

の新 法
しんぽう

による変化
へんか

は極
きわ

めて大
おお

きい…周 知
しゅうち

徹
てっ

底
てい

にもかなりの時間
じかん

を要
よう

すると思
おも

われる。 

 現 状
げんじょう

では、実 態
じったい

調 査
ちょうさ

結果
けっか

が明
あき

らかになっていないことから、他
ほか

の障 害
しょうがい

と同
おな

じよ

うなテンポで「難 病
なんびょう

」問 題
もんだい

を新 法
しんぽう

に組
く

み入
い

れられるかどうか…見通
みとお

しが立
た

たない。

新 法
しんぽう

に移行
いこう

するための他
ほか

の障 害
しょうがい

よりも時間
じかん

を要
よう

する。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 計 画
けいかく

策 定
さくてい

の必 要 性
ひつようせい

を行 政
ぎょうせい

が認 識
にんしき

し、当事者
とうじしゃ

や市民
しみん

も交
まじ

えての検 討
けんとう

が各地
かくち

で

始
はじ

まったことの意義
い ぎ

は大
おお

きい。それぞれの立場
たちば

での意識
いしき

変 革
へんかく

は、地域
ちいき

によって差
さ

はあ

っても進
すす

んできているとは思
おも

う。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 委員
いいん

としてかかわっていて、専門家
せんもんか

のハローワークのようで、住 宅
じゅうたく

施策
しさく

のようなコン

シューマーにとって重 要
じゅうよう

なことが施策化
しさくか

されない 

○理由
りゆう

 

 第 一
だいいち

に地方
ちほう

自治体
じちたい

のお金
かね

のなさと、委員
いいん

構 成 上
こうせいじょう
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【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

者
しゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

で義務
ぎ む

づけた「 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

」は、2006年
ねん

から６年 間
ねんかん

で

全 般
ぜんぱん

事 業
じぎょう

に関
かん

する整備
せいび

計 画
けいかく

を数値
すうち

で示
しめ

すものであった。以前
いぜん

の 障 害
しょうがい

者
しゃ

基本法
きほんほう

に

よる 障 害
しょうがい

者
しゃ

計 画
けいかく

よりも民 主
みんしゅ

主義的
しゅぎてき

性 格
せいかく

が大
おお

きく後 退
こうたい

し、中 央
ちゅうおう

集 権 的
しゅうけんてき

な規定
きてい

となっているのが特 徴
とくちょう

で、議会
ぎかい

への報 告
ほうこく

義務
ぎ む

もない。したがって、計 画
けいかく

に示
しめ

された

数値
すうち

目 標
もくひょう

も実 態
じったい

の解 決
かいけつ

からはほど遠
とお

い貧
まず

しいものである。今後
こんご

は、まず 障 害
しょうがい

者
しゃ

の

必 要
ひつよう

に応
おう

じた数値
すうち

目 標
もくひょう

をたてることが重 要
じゅうよう

な課題
かだい

になる。 

○理由
りゆう

 

 ここにも、自立
じりつ

支援法
しえんほう

の欠 陥
けっかん

が隠
かく

されていて、厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

大 臣
だいじん

が策 定
さくてい

する「基本
きほん

方 針
ほうしん

」によって、都道府県
とどうふけん

・市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の整備
せいび

を統
とう

制
せい

するねらいにな

っている。これでは、実 態
じったい

の改 善
かいぜん

からはほど遠
とお

く、資源
しげん

が増
ふ

える見込
み こ

みも期待
きたい

できな

い。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ないよりましという程度
ていど

。 

 当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を反 映
はんえい

させるシステム。 

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を聴いて
き

作成
さくせい

することになっているが、自治体
じちたい

にもよるが、 形
かたち

だけの

ところも尐
すく

なくない。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は，国
くに

の定めた
さだめた

基 準
きじゅん

によって作 成
さくせい

されており，地域
ちいき

の実 態
じったい

に

即して
そくして

いない．地域
ちいき

の実 態
じったい

を 十 分
じゅうぶん

に把握
はあく

し，どの地域
ちいき

で暮らして
く ら し て

も安 心
あんしん

した生 活
せいかつ

が

実 現
じつげん

していくための計画づくり
けいかくづくり

でなければならない． 
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【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

に根ざした
ね ざ し た

策 定
さくてい

方 法
ほうほう

であるかと、策 定
さくてい

にあたってのノウハウ
の う は う

の蓄 積
ちくせき

・ 共 有
きょうゆう

等
とう

の技 術 的
ぎじゅつてき

課題
かだい

、さらに、計 画
けいかく

を実 現
じつげん

するための財 政 的
ざいせいてき

な裏付け
うらづけ

等
など

の課題
かだい

につい

て、改 善
かいぜん

すべき点
てん

を一 体 的
いったいてき

に議論
ぎろん

し対 応
たいおう

を図る
はかる

とともに、今後
こんご

とも地域
ちいき

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

基盤
きばん

のマスタープラン
ま す た ー ぷ ら ん

として維持
い じ

すべき。 

 なお、 計 画
けいかく

の 策 定
さくてい

の 前 提
ぜんてい

となる 国
くに

の基本的
きほんてき

指針
ししん

については、権利
けんり

条 約
じょうやく

を

踏まえた
ふ    

ものとして見直される
みなお     

べきである。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

におけるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

については、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

をはじめ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

関 係 者
かんけいしゃ

、地域
ちいき

関 係 者
かんけいしゃ

など、これに関わる
かか   

主 体
しゅたい

が 十 分
じゅうぶん

に協 議
きょうぎ

し、また、理解
りかい

した上
うえ

で、 着 実
ちゃくじつ

に進められる
すす     

必 要
ひつよう

があると 考 え る
かんが    

ため。また、権利
けんり

条 約
じょうやく

に

掲げられた
かか      

事項
じこう

を 定 着
ていちゃく

させていく観 点
かんてん

からも、基本的
きほんてき

指針
ししん

を見直し
みなお  

、各地方
かくちほう

にお

ける理解
りかい

の促 進
そくしん

をより図 る
はか  

必 要
ひつよう

があると思われる
おも     

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 一
いつ

定
てい

の（社
しや

会
かい

資
し

源
げん

整
せい

備
び

状
じよう

況
きよう

の把
は

握
あく

）評
ひよう

価
か

が出
で

来
き

るが、社
しや

会
かい

資
し

源
げん

に対
たい

する整
せい

備
び

義
ぎ

務
む

がないために、問
もん

題
だい

点
てん

（過
か

不
ふ

足
そく

）をだした段
だん

階
かい

で留
とど

まっている。第
だい

三
さん

次
じ

障
しよう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

の策
さく

定
てい

を引
ひ

き続
つづ

いて進
すす

めるべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

 周
しゆう

知
ち

していくためには、他
た

市
し

町
ちよう

村
そん

・圏
けん

域
いき

・都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

との比
ひ

較
かく

指
し

針
しん

があり、何
なに

を

どう整
せい

備
び

していくか、整
せい

備
び

に対
たい

するエビデンスとして計
けい

画
かく

数
すう

値
ち

を明
あき

らかにしていく

ことは 重
じゆう

要
よう

である。 
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＜項 目
こうもく

F
えふ

-2 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

＞ 

論 点
ろんてん

F
えふ

-2-1) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の法定化
ほうていか

についてどう 考
かんが

えるか？また、その地域
ちいき

にお

ける解 決
かいけつ

が困 難
こんなん

な問 題
もんだい

を具体的
ぐたいてき

に解
かい

決
けつ

する機関
きかん

として、どのように位置
い ち

づけるべき

か？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は法定化
ほうていか

すべき。その際
さい

には、社 会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎかい

や、特 別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

、母子
ぼ し

保健
ほけん

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

、発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

などの関 係
かんけい

する協 議 会
きょうぎかい

組織
そしき

との関 係
かんけい

を明 確
めいかく

にする必 要
ひつよう

がある。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の位置
い ち

づけを明 確
めいかく

にしたうえで、地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて柔 軟
じゅうなん

な

設置
せっち

・運 営
うんえい

が可能
かのう

な仕組
しくみ

とすべきである。 

 また、類似
るいじ

機関
きかん

である「障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

」との機能
きのう

分 担
ぶんたん

の整理
せいり

を行
おこな

うべき

である。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の位置
い ち

づけが不明確
ふめいかく

であり、類似
るいじ

機関
きかん

である障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

との機能
きのう

分 担
ぶんたん

も十 分
じゅうぶん

に整理
せいり

されていない。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 役 割
やくわり

規定
きてい

を 明 確
めいかく

にしながら自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の法定化
ほうていか

は 必 要
ひつよう

。 役 割
やくわり

として

市 町 村
しちょうそん

に対して
たいして

提 案
ていあん

(建議
けんぎ

)していく権 能
けんのう

や位置づけ
い ち づ け

は 最 重 要
さいじゅうよう

。 

○理由 

 地域
ちいき

の 障 害
しょうがい

福祉的
ふくしてき

課題
かだい

の 抽 出
ちゅうしゅつ

とともに克 服
こくふく

の方 策
ほうさく

を探り
さぐり

、さらに当 該
とうがい

地域
ちいき

全 体
ぜんたい

の底上げ
そこあげ

をはかる仕組み
し く み

として自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の存在は大きい
おおきい

と思う
おもう

。その

クリエイティブ
く り え い て ぃ ぶ

な役 柄
やくがら

ゆえに、存 在
そんざい

の根 拠
こんきょ

の明 瞭 化
めいりょうか

をはかるべきである。とある

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は、市 町 村
しちょうそん

に対して
たいして

提 案
ていあん

する権 限
けんげん

をもたないと市 町 村
しちょうそん

職 員
しょくいん

か
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ら説 明
せつめい

を受けた
う け た

。ただ、協 議
きょうぎ

するだけでは官 民
かんみん

が集まって
あつまって

いる意味
い み

がない。街づくり
まちづくり

を進める
すすめる

協
きょう

議会
ぎかい

の意見
いけん

が、どのように政 策
せいさく

に位置づけられる
い ち づ け ら れ る

のか、明 確
めいかく

にしないと

委員
いいん

のモチベーション
も ち べ ー し ょ ん

は下がる
さ が る

だけ。したがって自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の存 在
そんざい

を 明 瞭
めいりょう

にす

るために法定化
ほうていか

の必 要
ひつよう

がある。そして機関
きかん

としての役 割
やくわり

や機能
きのう

、あるいは権 能
けんのう

に

関する
かんする

基 準
きじゅん

を設 定
せってい

し全 国
ぜんこく

統 一
とういつ

規格
きかく

とすべき。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

の 社 会
しゃかい

資源
しげん

を 創 設
そうせつ

する場
ば

として 市 町 村
しちょうそん

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の

法定化
ほうていか

が必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 市 町 村
しちょうそん

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

と関連付
かんれんづ

けるためにも必 要
ひつよう

です。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

して人 材
じんざい

を確保
かくほ

する（財 源
ざいげん

の確保
かくほ

）ことが必 要
ひつよう

であると考
かんが

える。社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

の 中
なか

に自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を位置
い ち

づけるのはどうか？ 現 在
げんざい

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

は、現時点
げんじてん

では「単
たん

に数字
すうじ

が載
の

っている」だけである。実 効 性
じっこうせい

を高
たか

めるために

は、予算
よさん

措置
そ ち

との連 動
れんどう

を担
たん

保
ほ

することが考
かんが

えられるが、国
くに

レベル
れ べ る

で財 源
ざいげん

配 分
はいぶん

するの

であれば、そのための計 画
けいかく

とする考
かんが

え方
かた

もある。加
くわ

えて、F-1-4の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を当 該
とうがい

地域
ちいき

で実 現
じつげん

していく中 軸 的
ちゅうじくてき

な機関
きかん

として自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を位置
い ち

づけていく

必 要
ひつよう

がある。そのためには、中 立 的
ちゅうりつてき

な委員
いいん

構 成
こうせい

が必 要
ひつよう

である。障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

機能
きのう

も重 要
じゅうよう

であり、千葉県
ちばけん

や北 海 道
ほっかいどう

の条 例
じょうれい

では、別
べつ

組織
そしき

となっているが、これを自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が担
にな

っていくことも検 討
けんとう

してよいのではないか。ただし先 述
せんじゅつ

したように

中 立 的
ちゅうりつてき

な委員
いいん

構 成
こうせい

は必須
ひっす

。また地方
ちほう

行 政
ぎょうせい

に対
たい

する意見
いけん

提示
ていじ

ができる機能
きのう

を持
も

たせる

ことも考
かんが

えられる。このような形
かたち

で自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を動
うご

かしていくためには、確固
かっこ

た

る財 政 的
ざいせいてき

裏付
うらづ

けが必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

は自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の事務局
じむきょく

は他
ほか

の仕事
しごと

と兼 任
けんにん

であり、協
きょう

議会
ぎかい

の委員
いいん

は月
つき

に

何 回
なんかい

か集
あつ

まるにすぎず、相 談
そうだん

支援
しえん

、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

の立 案
りつあん

、見守
みまも

りなどこれから必 要
ひつよう
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とされる仕事
しごと

は他
ほか

の仕事
しごと

の合間
あいま

にできることではないので、専 任
せんにん

の人 材
じんざい

を確保
かくほ

する

必 要
ひつよう

がある。 

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取
と

り組
く

みが全 国
ぜんこく

各地
かくち

で始
はじ

まっているが、まだ地域
ちいき

の事例
じれい

を持
も

ち寄
よ

る

などデータ
で ー た

蓄 積
ちくせき

の段 階
だんかい

でしかないのが現 状
げんじょう

である。しかしながら自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の

取
と

り組
く

みにより、地域
ちいき

で暮
く

らす障 害 者
しょうがいしゃ

たちの様子
ようす

が徐 々
じょじょ

に見
み

えてきていると思
おも

われる。

現 在
げんざい

、事例
じれい

検 討
けんとう

や研 修
けんしゅう

に取
と

り組
く

んでいる自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が多
おお

く見受
み う

けられるが、

見守
みまも

りや安 心
あんしん

確保
かくほ

の相 談
そうだん

を具体的
ぐたいてき

な形
かたち

で解
かい

決
けっ

する「相 談
そうだん

支援
しえん

の解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

」と

いうような人 的
じんてき

サポート
さ ぽ ー と

を含
ふく

めどのような形
かたち

で地域
ちいき

のどこに配置
はいち

するのか？必 要
ひつよう

と

されるネットワーク
ね っ と わ ー く

の構 築
こうちく

も含
ふく

めて重 要
じゅうよう

なポイント
ぽ い ん と

となると思
おも

われる。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 全 国 的
ぜんこくてき

に自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が立
た

ち上
あ

がってきたが、その位置付
い ち づ

けには地域差
ちいきさ

が大
おお

き

く、事 実 上
じじつじょう

「設置
せっち

しているだけ」の地域
ちいき

も多
おお

い。したがって、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は法定化
ほうていか

すべきであると考
かんが

える。 

 その地域
ちいき

における解 決
かいけつ

困 難
こんなん

な課題
かだい

には、社 会
しゃかい

資源
しげん

の不足
ふそく

や行 政
ぎょうせい

・地域
ちいき

の無理解
むりかい

な

どがあるが、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で社 会
しゃかい

資源
しげん

を創 出
そうしゅつ

する際
さい

に、特 別
とくべつ

な補助
ほじょ

金
きん

（地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の補助
ほじょ

金 上
かながみ

乗
の

せ）を交付
こうふ

するなどにより、その機能
きのう

の明確化
めいかくか

と活性化
かっせいか

が

図
はか

れるものと考
かんが

えられる。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

が市町村
しちょうそん

のサービス抑制
よくせい

のツールになっている地域
ちいき

があるという

指摘
してき

がある。そこで、 

・自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

の委員
いいん

の構成
こうせい

は介護
かいご

等
とう

サービスを多
おお

く使
つか

う障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を過半数
かはんすう

と

すること。 

・最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

の 1 人暮
く

らしの支援
しえん

を実践
じっせん

しているヘルパー事業所
じぎょうしょ

を委員
いいん

にする。 

・国
くに

レベルの自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

（障害者
しょうがいしゃ

全国
ぜんこく

団体
だんたい

で構成
こうせい

）が地方
ちほう

の協
きょう

議会
ぎかい

が誤
あやま

った場合
ばあい

に指導
しどう

できる権 限
けんげん

を持
も

たせる。自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

がヘルパー時
とき

間数
まかず

の抑制
よくせい

のツールに

転化
てんか

しないようにする。 
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○理由
りゆう

 

 24時間
じかん

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、１日
にち

８時間
じかん

程度
ていど

の重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

しか

出
だ

さないプランや、巡回
じゅんかい

介護
かいご

や本 人
ほんにん

の希望
きぼう

していないデイサービスを組
く

み合
あ

わせたプラ

ンを作
つく

ってしまう自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

が実際
じっさい

にある。市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

抑制
よくせい

の追 認
ついにん

機関
きかん

になっ

ている協
きょう

議会
ぎかい

もある。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は利用者
りようしゃ

主 体
しゅたい

の権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

を目指
め ざ

すのか、それとも 事 業 者
じぎょうしゃ

中 心
ちゅうしん

のたんなるサービス調 整
ちょうせい

会議
かいぎ

なのか。後 者
こうしゃ

であれば利用者
りようしゃ

との非 対 称 性
ひたいしょうせい

をさ

らに拡 大
かくだい

する可能性
かのうせい

のある法定化
ほうていか

には慎 重
しんちょう

であるべきである。 

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

と異
こと

なりさまざまな社 会
しゃかい

資源
しげん

を組
く

み合
あ

わせ活 用
かつよう

することが必須
ひっす

となる

地域
ちいき

福祉
ふくし

においては連 携
れんけい

を司
つかさど

る者
もの

がヘゲモニー（覇権
はけん

）を握
にぎ

ることになるから。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・地域
ちいき

づくりという観 点
かんてん

で、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

という調 整
ちょうせい

と共 有
きょうゆう

の場
ば

は必 要
ひつよう

。この

ような取
と

り組
く

みを法定化
ほうていか

することは、必 要
ひつよう

であると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

・自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の初期
しょき

のイメージ
い め ー じ

が多様
たよう

で、給 付
きゅうふ

管理面
かんりめん

のイメージ
い め ー じ

まで入
はい

ってし

まったことが、この協
きょう

議会
ぎかい

の広
ひろ

がりに大
おお

きな影
かげ

を落
お

としている。 

・法定化
ほうていか

にあたって、定義
ていぎ

し直
なお

して、関 係
かんけい

機関
きかん

における課題
かだい

の共 有
きょうゆう

と連 携
れんけい

という点
てん

に焦 点 化
しょうてんか

をして、インフォーマル
い ん ふ ぉ ー ま る

な資源
しげん

を含
ふく

めた地域
ちいき

づくりの推 進
すいしん

を目 的
もくてき

にして

ほしい。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

ない。 

○理由
りゆう
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 自治体
じちたい

計 画
けいかく

の策 定
さくてい

や点 検
てんけん

の協
きょう

議会
ぎかい

は必 要
ひつよう

だが、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は調 整
ちょうせい

・協 議
きょうぎ

の機能
きのう

と、提 言
ていげん

・報 告
ほうこく

の権 限
けんげん

しかないため必 要
ひつよう

ない。むしろ、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

で障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

を設置
せっち

することが重 要
じゅうよう

である。 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

そのものが必 要
ひつよう

ないと考
かんが

えるため、論 点
ろんてん

F-2-2)と論 点
ろんてん

F-2-3)は

回 答
かいとう

不要
ふよう

。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

して権 限
けんげん

や義務
ぎ む

を負
お

わせるべきと考
かんが

えます。 

○理由
りゆう

 

 設置
せっち

していないところと、設置
せっち

しても形骸化
けいがいか

しているところ、工夫
くふう

をして実 質 的
じっしつてき

に

役立
やくだ

っているところとばらばらとなっている。協
きょう

議会
ぎかい

を義務化
ぎ む か

して、部会
ぶかい

を設
もう

け、個別
こべつ

支援
しえん

会議
かいぎ

を義務化
ぎ む か

して、行 政
ぎょうせい

だけで解 決
かいけつ

できないような仕掛
し か

けを作
つく

る。例
たと

えばこの協
きょう

議会
ぎかい

の部会
ぶかい

協 議
きょうぎ

を経
へ

なければ、サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

を許可
きょか

しないとか、個別
こべつ

検 討
けんとう

を行
おこな

わな

ければサービス
さ ー び す

が 提 供
ていきょう

できないとかの仕
し

かけはないものか。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

そのもののあり方
かた

を検 討
けんとう

する。 

○理由
りゆう

 

 わが国
くに

は、社 会
しゃかい

保障費
ほしょうひ

軽 減
けいげん

を目 的
もくてき

として行 政
ぎょうせい

指導
しどう

でケアマネージメント
け あ ま ね ー じ め ん と

が導 入
どうにゅう

されたため、専門家
せんもんか

の側
がわ

にも制度
せいど

と技 術
ぎじゅつ

の混 乱
こんらん

がある。利用者
りようしゃ

支援
しえん

を臨 床 的
りんしょうてき

に考
かんが

え

るよりも形 式 的
けいしきてき

な業 務
ぎょうむ

変 更
へんこう

が注 目
ちゅうもく

され、対 人
たいじん

サービス
さ ー び す

とすれば当 然
とうぜん

に行
おこな

わなけ

ればならないケアマネージメント
け あ ま ね ー じ め ん と

が、妙
みょう

に報 酬
ほうしゅう

や書 式
しょしき

など、制度
せいど

問 題
もんだい

にすり替
か

わっ

てしまっている。自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

はこれらの問 題
もんだい

に中 心 的
ちゅうしんてき

に係
かかわ

っていかないといけ

ないがその役目
やくめ

を果
は

たせてない。 
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【北 浦
きたうら

委員
いいん

】 

○結論 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

を図る
はかる

うえでえ 重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

を持つ
も つ

ものであり、

法定化
ほうていか

すべきである。 

 解 決
かいけつ

困 難
こんなん

な問 題
もんだい

については、具体的
ぐたいてき

課題
かだい

を 調 整
ちょうせい

するものとして、問 題
もんだい

事項
じこう

に

関 係
かんけい

する実務者
じつむしゃ

、専門家
せんもんか

等
など

の関 係 者
かんけいしゃ

による 調 整
ちょうせい

会議
かいぎ

を設
もう

けて 解 決
かいけつ

に当
あ

たる

必 要
ひつよう

がある。 

○理由 

 それぞれの地域
ちいき

で、 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

に向けた
む け た

関 係 者
かんけいしゃ

の連 携
れんけい

協 力
きょうりょく

が極めて
きわめて

重 要
じゅうよう

である。 

 困 難
こんなん

な問 題
もんだい

解 決
かいけつ

には、関 係 者
かんけいしゃ

の緊 密
きんみつ

な連 携
れんけい

による地道
じみち

な努 力
どりょく

が求
もと

められる。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 すべての地域
ちいき

に設置
せっち

し、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

相 談 所
そうだんじょ

と行 政
ぎょうせい

機関
きかん

による」厚 生
こうせい

を基本
きほん

とし、

地域
ちいき

の課題
かだい

を協 議
きょうぎ

するシステム
し す て む

として、充 実
じゅうじつ

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 行 政
ぎょうせい

の活 動
かつどう

を機能的
きのうてき

にするためにも、行 政
ぎょうせい

とのつながりが重 要
じゅうよう

で有
あ

り、先 行
せんこう

す

る相 談
そうだん

機関
きかん

から認知
にんち

されるような取
と

り組
く

み、連 携
れんけい

の基本
きほん

を確 立
かくりつ

する。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

については、設置
せっち

の義務
ぎ む

と機能
きのう

強 化
きょうか

や権 限
けんげん

を明 確
めいかく

に法定化
ほうていか

し、

地域
ちいき

における様 々
さまざま

な問 題
もんだい

解 決
かいけつ

機関
きかん

として位置
い ち

づけ、市 町
しちょう

が責 任
せきにん

をもって運 営
うんえい

すべ

きである。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

については、運 営
うんえい

の主 体
しゅたい

や費用
ひよう

、また、目 的
もくてき

や必 要 性
ひつようせい

の認 識
にんしき

も

市 町
しちょう

によって様 々
さまざま

であり、十 分
じゅうぶん

な機能
きのう

が果
は

たされていない。法定化
ほうていか

し明 確
めいかく

な指針
ししん

を

示
しめ

すことで、適 切
てきせつ

な運 営
うんえい

が期待
きたい

できる。 
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【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 このまま自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を上
うえ

から強 化
きょうか

しても、形 式 的
けいしきてき

な組織
そしき

が出来
で き

るだけで、全
まった

く時間
じかん

の無駄
む だ

に終
お

わるだけである。まず社会福祉協議会
しゃかいふくしきょうぎかい

を解
かい

体
からだ

してその予算
よさん

をもっ

てもっと自主的
じしゅてき

な地域
ちいき

ネットワークづくりを時間
じかん

をかけて充 分
じゅうぶん

に議論
ぎろん

を積 重
つみかさ

ねて創
つく

り上
あ

げていくべきである。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

に関
かか

わって強
つよ

く感
かん

ずる所
ところ

であり、こうした思
おも

いを持
も

った

人
ひと

は多数
たすう

いるだろう。新
あら

たな費用
ひよう

をかけなくても現 在
げんざい

の社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

にかけてい

る、膨 大
ぼうだい

な予算
よさん

を見直
みなお

せば道
みち

が拓
ひら

ける。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

での協 議
きょうぎ

は、必ず
かなら

施策化
しさくか

されるべき。そのための財 源
ざいげん

確保
かくほ

の道
みち

も

きっちりとつけておく必 要
ひつよう

がある。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支
し

えん協
きょう

ぎ会
かい

がちゃんと動
うご

くような法
ほう

てい化
か

と、財
ざい

げんの支
し

えんをすべき。 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

E-2-1)、論 点
ろんてん

F-1-1)で述
の

べた、地
ち

いき移
い

こうや地
ち

いき生
せい

かつ資
し

げん整
せい

びは、自立
じりつ

支
し

えん協
きょう

ぎ会
かい

でちゃんと検
けん

とうされるべき。よって、この協
きょう

ぎ会
かい

で決
き

めたことが、

福祉計
ふくしけい

かくに反
はん

えいされたり、あるいは実
じつ

さいの資
し

げんせいびに使
つか

われるようなしか

けとすべきだ。上
うえ

にかいた二
ふた

つのプロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

のお金
かね

も、ここである程
てい

ど使
つか

えるよう

にするのはどうか。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

すべきである。位置
い ち

づけとしては、市 町 村
しちょうそん

に設置
せっち

する苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の下
した

に

あって、苦 情
くじょう

が出
だ

された事案
じあん

についての事実
じじつ

確 認
かくにん

、調 整
ちょうせい

などを行
おこな

う機関
きかん

とすべきと考
かんが
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える。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

に密 接
みっせつ

な関
かか

わりを持
も

つ自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（仮 称
かしょう

）を、市 町 村
しちょうそん

に設置
せっち

する苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の一 翼
いちよく

を担
にな

うものとして位置
い ち

づけ、支援
しえん

に関
かん

する協 議
きょうぎ

・

調 整
ちょうせい

の場
ば

とすることが、適 切
てきせつ

かつ効 率 的
こうりつてき

な運 営
うんえい

を可能
かのう

にするものとして妥当
だとう

である。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は法定化
ほうていか

、義務
ぎ む

づけをするべきではない。 

○理由
りゆう

 

 なぜなら現 行
げんこう

行
おこな

われている自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で当事者
とうじしゃ

ニーズ
に ー ず

を 十 分
じゅうぶん

反 映
はんえい

でき

るものはないからである。自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を効果
こうか

あるものにして市 町 村
しちょうそん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

につなげられるよう、相談支援事業所
そうだんしえんじぎょうしょ

を入
いり

れた 形
かたち

で地域
ちいき

のニ
に

ーズ
ず

発 掘
はっくつ

と市
し

の１０カ
か

年福祉計画
としふくしけいかく

などの原 案
げんあん

を作
さく

る機関
きかん

として機能
きのう

させることができれば３

年
ねん

ごとの 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

では長 期
ちょうき

計 画
けいかく

をたて予算
よさん

編 成
へんせい

ができなかった欠 陥
けっかん

を

補
おぎな

うことはできる。しかし、これを 行
おこな

えるだけの当事者
とうじしゃ

組織
そしき

が育
そだ

っていない市 町 村
しちょうそん

で強 引
ごういん

に義務
ぎ む

づけて 行
おこな

うと 行 政
ぎょうせい

の旗振
はたふ

り役
えき

になる可能性
かのうせい

が高
たか

く、現 実
げんじつ

にそうな

っているために義務
ぎ む

づけて拙 速
せっそく

にやるべきではなく、当事者
とうじしゃ

組織
そしき

の 充 実
じゅうじつ

を待
ま

って

主 体 的
しゅたいてき

にその組織
そしき

が育
そだ

つまで時間
じかん

をかけるべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

改 正 案
かいせいあん

にあったように、法定化
ほうていか

すべきである。自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

が地域
ちいき

のニーズ
に ー ず

を拾い
ひろ 

、社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

の場
ば

として機能
きのう

できるような機関
きかん

へ

とすべきである。北 海 道
ほっかいどう

の「 障
しょう

がい者
しゃ

条 例
じょうれい

」などを参 考
さんこう

にしてはどうか。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

が機能
きのう

している地域
ちいき

と、すでに形骸化
けいがいか

している地域
ちいき

が見られる
み    

こと

から、それを是正
ぜせい

すべき。 
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で社 会
しゃかい

資源
しげん

の開 発
かいはつ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

のための基盤
きばん

整備
せいび

等
とう

についての

政 策
せいさく

提 言
ていげん

をおこなう。聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

できる社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

が進
すす

めよう、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の委員
いいん

の中
ちゅう

に、聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

の参加
さんか

を義務付
ぎ む づ

けること。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 新 法
しんぽう

の精 神
せいしん

を受
う

け、真
しん

に自立
じりつ

を促
うなが

し、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の拡 充
かくじゅう

を十 分
じゅうぶん

な当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を反 映
はんえい

さるものならば必 要
ひつよう

。しかし、一部
いちぶ

にあるように、「公 平
こうへい

」の名
な

のもとに個別
こべつ

ニ

ーズを切
き

り捨
す

てるような中身
なかみ

になるならば、それは弊 害
へいがい

になる。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の位置
い ち

づけ、実 際
じっさい

の取
と

り組
く

みは地域
ちいき

格差
かくさ

が本 当
ほんとう

に大
おお

きいと言
い

わざるをえない。的 確
てきかく

な取
と

り組
く

みがなされている所
ところ

では、確 実
かくじつ

に住 民
じゅうみん

の意識
いしき

も変
か

わ

り、地域
ちいき

での支援
しえん

システムの構 築
こうちく

への動
うご

きが進
すす

んでいる。こうした地域
ちいき

格差
かくさ

をなくす

ために、法定化
ほうていか

も１つの方 法
ほうほう

であるかもしれないが、それだけでは済
す

まない問 題
もんだい

でも

ある。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 御当地
ごとうち

ソングにすべき 

○理由
りゆう

 

 財 政
ざいせい

及
およ

び人 口
じんこう

などいろいろ異
こと

なったところや、地方
ちほう

分 権
ぶんけん

の時代
じだい

に逆 行
ぎゃっこう

している 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は、法 律 上
ほうりつじょう

のしっかりとした位置付
い ち づ

けが必 要
ひつよう

である。特
とく

に、

市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

への具体的
ぐたいてき

な数値
すうち

の提 案
ていあん

など、地方
ちほう

行 政
ぎょうせい

の審
しん

議会的
ぎかいてき

な
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役 割
やくわり

を期待
きたい

したい。権利
けんり

擁護
ようご

の部門
ぶもん

も設
もう

けるべきであり、積 極 的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んでほしい。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて相 談
そうだん

支援
しえん

システム
し す て む

をつくるなどの条 件
じょうけん

整備
せいび

にあたって、この

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の積 極 的
せっきょくてき

活 用
かつよう

が不可欠
ふかけつ

である。特
とく

に、市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の

作 成
さくせい

にあたって地域
ちいき

の状 況
じょうきょう

が充 分
じゅうぶん

に反 映
はんえい

されていないこともあるので、当事者
とうじしゃ

や

住 民
じゅうみん

参加
さんか

のもとに計 画
けいかく

を作
つく

り進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

をチェック
ち ぇ っ く

していくことが求
もと

められる。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

は必 要
ひつよう

である。その地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の掌 握
しょうあく

とともに地域
ちいき

福祉
ふくし

の課題
かだい

の検 討
けんとう

と各機関
かくきかん

の連 携
れんけい

の要機能
ようきのう

や提 言
ていげん

機能
きのう

を持
も

ったものとして位置
い ち

づけられるべきである。 

○理由
りゆう

 

 設置
せっち

の義務化
ぎ む か

が規定
きてい

されていないため、都道府県
とどうふけん

や福祉圏域
ふくしけんいき

ごとの設置率
せっちりつ

が１００％

に程 遠
ほどとお

く、設置
せっち

されていても構 成 員
こうせいいん

や開 催
かいさい

状 況
じょうきょう

などに多
おお

くの問 題
もんだい

があり、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の機能
きのう

が十 分
じゅうぶん

に果
は

たしているとは言
い

い難
がた

い状 況
じょうきょう

にあるため。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

がいいのか判 断
はんだん

がつきかねる。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の課題
かだい

を共有化
きょうゆうか

して地域
ちいき

の連携
れんけい

や権利
けんり

擁護
ようご

に結びつける
むす

という理念
りねん

は悪く
わる

は無
な

い。 

 自治体
じちたい

も姿勢
しせい

や当 該
とうがい

地域
ちいき

での 障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

団 体
だんたい

の活発さ
かっぱつ

等
など

にも左右されて
さゆう

いる

と思
おも

うが、評 価
ひょうか

は大
おお

きく分
わ

かれているように思
おも

える。 

 問 題 点
もんだいてん

、改 善 点
かいぜんてん

等
など

を 集 約
しゅうやく

して、改めて
あらた

より良
よ

い制度
せいど

を考え
かんが

たらよいのでは。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 法定化
ほうていか

されるだけでは 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は 前 進
ぜんしん

しない．自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

に施策
しさく

を

前 進
ぜんしん

させる権 限
けんげん

が必 要
ひつよう

．自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が広 域
こういき

で設置
せっち

されている場合
ばあい

には，それ
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ぞれの地域
ちいき

実 態
じったい

が自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で把握
はあく

されていくのか課題
かだい

がある． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 役 割
やくわり

の明確化
めいかくか

と機能
きのう

強 化
きょうか

の観 点
かんてん

から、早 急
そうきゅう

に法定化
ほうていか

すべき。自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が有 効
ゆうこう

に機能
きのう

することが、地域
ちいき

の基盤
きばん

整備
せいび

、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

主 体 間
しゅたいかん

の連 携
れんけい

の促 進
そくしん

等
とう

にとって不可欠
ふかけつ

である。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の 障 害
しょうがい

のある人 々
ひとびと

に関 わ る
かか    

様 々
さまざま

な問 題
もんだい

を把握
はあく

し、個人
こじん

のニーズ
に ー ず

と資源
しげん

を

つなぎながら、解 決
かいけつ

のための方 針
ほうしん

を示 す
しめ  

機能
きのう

を発揮
はっき

すべきであり、法定化
ほうていか

し財 政 的
ざいせいてき

裏付け
うらづ  

も明 確
めいかく

にする必 要
ひつよう

があるため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 法
ほう

定
てい

化
か

は必
ひつ

要
よう

であり、 従
じゆう

来
らい

見
み

られた社
しや

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

のように所
しよ

轄
かつ

課
か

が提
てい

案
あん

した内
ない

容
よう

への追
つい

認
にん

諮
し

問
もん

機
き

関
かん

に留
とど

まらせてはならない。施
し

策
さく

決
けつ

定
てい

機
き

能
のう

を有
ゆう

する自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きよう

議
ぎ

会
かい

と位
い

置
ち

づけ、委
い

員
いん

構
こう

成
せい

も追
つい

認
にん

諮
し

問
もん

機
き

関
かん

にならないよう、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

機
き

関
かん

を含
ふく

めて選
せん

考
こう

しなければならない。 

○理
り

由
ゆう

 

 法
ほう

定
てい

化
か

しないと 行
ぎよう

政
せい

は動
うご

かない。市
し

町
ちよう

村
そん

職
しよく

員
いん

にもきちんと自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きよう

議
ぎ

会
かい

の役
やく

割
わり

や機
き

能
のう

を 周
しゆう

知
ち

させる仕
し

組
く

みが必
ひつ

要
よう

。また、社
しや

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

の構
こう

成
せい

員
いん

は、

研
けん

究
きゆう

者
しや

・団
だん

体
たい

の責
せき

任
にん

者
しや

等
とう

で構
こう

成
せい

されているのが通
つう

例
れい

である。現
げん

場
ば

で、サービ

ス提
てい

供
きよう

に関
かか

わっている人
ひと

たちや当
とう

事
じ

者
しや

の意
い

見
けん

は、 集
しゆう

約
やく

段
だん

階
かい

で精
せい

査
さ

されてリア

リティ名
めい

ニーズとはなり得
え

ていない。相
そう

談
だん

支
し

援
えん

機
き

関
かん

を含
ふく

めた構
こう

成
せい

員
いん

を義
ぎ

務
む

付
づ

けるこ

とが 重
じゆう

要
よう

である。 

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は法定化
ほうていか

し、市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

を含む
ふくむ

障 害 児
しょうがいじ

・者
しゃ

支援
しえん

に関 係
かんけい

す

る団 体
だんたい

と当事者
とうじしゃ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を基盤
きばん

にした自治型
じちがた

機構
きこう

として位置付け
い ち づ け

、設置
せっち

運 営
うんえい

に
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ついては市 町 村
しちょうそん

の責 任
せきにん

を明 確
めいかく

にする。 

○理由
りゆう

 

 国
くに

主 導
しゅどう

で全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

のサービス
さ ー び す

が受けられた
う け ら れ た

措置
そ ち

制度
せいど

と違い
ちがい

、「対 等
たいとう

な関 係
かんけい

を基盤
きばん

とした利用
りよう

・契 約
けいやく

」を前 提
ぜんてい

とする 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の下
もと

では、当事者
とうじしゃ

・家族
かぞく

の

明 確
めいかく

な 要 求
ようきゅう

とサービス
さ ー び す

の拡 大
かくだい

や 充 実
じゅうじつ

に向けた
む け た

市 町 村
しちょうそん

の 行 政
ぎょうせい

努 力
どりょく

が必 要
ひつよう

に

なる。 市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

の意識
いしき

が高く
たかく

当事者
とうじしゃ

の 声
こえ

が大きい
おおきい

地域
ちいき

とそうでない地域
ちいき

の

サービス
さ ー び す

格差
かくさ

の拡 大
かくだい

を防止
ぼうし

するためには、当事者
とうじしゃ

のニーズ
に ー ず

を 集 約
しゅうやく

して関 係
かんけい

機関
きかん

や

当事者
とうじしゃ

自身
じしん

が 協 議
きょうぎ

できる仕組み
し く み

が 必 要
ひつよう

となる。多角的
たかくてき

な 情 報
じょうほう

やアイデア
あ い で あ

を

集 中
しゅうちゅう

して課題
かだい

解 決
かいけつ

を図り
はかり

、市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

の努 力
どりょく

も 客 観 的
きゃっかんてき

に評 価
ひょうか

できる地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の展 開
てんかい

に不可欠
ふかけつ

な機能
きのう

として法定化
ほうていか

する

必 要
ひつよう

がある。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の 掌 握
しょうあく

のためにも、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

については法定化
ほうていか

をすべき

と 考
かんが

える。そして、地域
ちいき

における解 決
かいけつ

困 難
こんなん

事例
じれい

を具体的
ぐたいてき

に解 決
かいけつ

へと 導
みちび

くために

は、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

のみならず、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

、医 療
いりょう

関 係
かんけい

、教 育
きょういく

関 係
かんけい

、

地域
ちいき

住 民
じゅうみん

、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

などが、互
たが

いに緊 密
きんみつ

な連 携
れんけい

を図
はか

ることが求
もと

められる。

また、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の保護者
ほごしゃ

の高齢化
こうれいか

にともなう 重 層 的
じゅうそうてき

な課題
かだい

を解 決
かいけつ

するために

は、地域
ちいき

包 括
ほうかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

をはじめとする高 齢 者
こうれいしゃ

分野
ぶんや

のサービス
さ ー び す

とも連 携
れんけい

する必 要
ひつよう

もある。さらに、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は、地域
ちいき

の課題
かだい

を施策
せさく

に結
むす

びつけるための提 言
ていげん

機能
きのう

や、地域
ちいき

に求
もと

められる必要な 社 会
しゃかい

資源
しげん

創 生
そうせい

のためにも、大
おお

きな役 割
やくわり

を果
は

たす

と期待
きたい

される。 

○理由 

 地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の
せい

必 要 性
ひつようせい

は既定
きてい

の事実
じじつ

であるが、残 念
ざんねん

ながら、その機能
きのう

が

十 分
じゅうぶん

発揮
はっき

されていない。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 法定化
ほうていか

すべきではない 
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○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の連 携
れんけい

は精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を追
お

い詰
つ

め自殺
じさつ

をもたらすから 

 あくまで 必 要
ひつよう

なのは 本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

を 支
ささ

えるアドボケイト
あ ど ぼ け い と

であり、そうした

アドボケイト
あ ど ぼ け い と

の結果
けっか

を持
も

って地域
ちいき

資源
しげん

の開 発
かいはつ

に結
むす

び付
つ

けるべきであり、障 害 者
しょうがいしゃ

を

対 象
たいしょう

とした自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

弾 圧
だんあつ

の地域
ちいき

ファシズム
ふ ぁ し ず む

体 制
たいせい

である 
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論 点
ろんてん

F
えふ

-2-2) 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の議論
ぎろん

から社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

につなげるために、どのよ

うな財 源 的
ざいげんてき

な裏打
うらう

ちが必 要
ひつよう

か？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 既存
きそん

の事 業
じぎょう

ではなく地域
ちいき

のニーズ
に ー ず

に照らし合わせ
て ら し あ わ せ

新た
あらた

な発 想
はっそう

にもとづく事 業
じぎょう

の

創 出
そうしゅつ

が 必 要
ひつよう

となった場合
ばあい

に 活 用
かつよう

できる、基金
ききん

事 業
じぎょう

のような枠組み
わ く ぐ

がほしい。

都道府県
とどうふけん

レベル
れ べ る

で運
うん

営
えい

管理
かんり

し、新しい
あたらしい

事 業
じぎょう

の実 践
じっせん

を全 国
ぜんこく

レベル
れ べ る

で相互
そうご

に 交 流
こうりゅう

で

きれば、システム
し す て む

改 善
かいぜん

にもつなげられる。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

からの資源
しげん

創 出
そうしゅつ

に対して
たいして

も国
くに

としての支援
しえん

が出来る
で き る

仕組み作り
し くみづ くり

が必 要
ひつよう

 

○理由 

 折 角
せっかく

、地域
ちいき

の中
なか

から、必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を考えて
かんがえて

も、地方
ちほう

の財 源
ざいげん

に左右されて
さ ゆうさ れて

は実施
じっし

に陰り
かげり

がでる。地方
ちほう

自治体
じちたい

単位
たんい

で取り組みが出来る
で き る

仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

である。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 先駆的
せんくてき

な事 業
じぎょう

ならば、社 会
しゃかい

の諸 団 体
しょだんたい

の助 成
じょせい

を受
う

けて実施
じっし

し、全 国 的
ぜんこくてき

に広
ひろ

げら

れる社 会
しゃかい

資源
しげん

であれば国
くに

の財 政 的
ざいせいてき

な裏
うら

づけが必 要
ひつよう

となります。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が今後
こんご

求
もと

められる役 割
やくわり

としては、障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

における

ナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

の維持
い じ

を 牽 引
けんいん

していく機能
きのう

、そして 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の情 報
じょうほう

集 約
しゅうやく

から 当 該
とうがい

地域
ちいき

に固有
こゆう

の課題
かだい

を把握
はあく

し、それを 実 現
じつげん

していく機能
きのう

である。

ナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

に関
かか

わる社 会
しゃかい

資源
しげん

はすべての地域
ちいき

にあって当 然
とうぜん

という前 提
ぜんてい

であ

れば、この点
てん

は F-1-1や F-1-3の論 点
ろんてん

と重
かさ

なってくる。そのように考
かんが

えると、本 論 点
ほんろんてん

で言
い

う「社 会
しゃかい

資源
しげん

の創 出
そうしゅつ

」とは地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

に関
かか

わる部分
ぶぶん

だと思
おも

われるため、
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財 源 的
ざいげんてき

裏打
うらう

ちとしては、地域
ちいき

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、地域
ちいき

に固有
こゆう

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を展 開
てんかい

するための財 源
ざいげん

補助
ほじょ

を国
くに

が行
おこな

うということと考
かんが

える。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 先
ま

ず、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の法定化
ほうていか

し、その位置
い ち

づけを明確化
めいかくか

するとともに、そこでの

議論
ぎろん

から得
え

られた社 会
しゃかい

資源
しげん

の創 出
そうしゅつ

について、特 別
とくべつ

な補助
ほじょ

金
きん

（地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の

補助
ほじょ

金 上
かながみ

乗
の

せ）を交付
こうふ

することができるような仕組
し く

みが考
かんが

えられる。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 1日
にち

8時間
じかん

以上
いじょう

の訪問
ほうもん

サービスへの市町村
しちょうそん

負担
ふたん

２５％部分
ぶぶん

の軽 減
けいげん

を１％程度
ていど

に軽 減
けいげん

する。（たとえば同一
どういつ

県内
けんない

の市町村間
しちょうそんかん

での負担
ふたん

調整
ちょうせい

や、国
くに

の補助
ほじょ

増加
ぞうか

） 

 介護
かいご

保険
ほけん

の保険料
ほけんりょう

徴収
ちょうしゅう

年 齢
ねんれい

引
ひ

き下
さ

げ時
じ

には、その何割
なんわり

かを障害
しょうがい

の介護
かいご

給付
きゅうふ

に組
く

み入
い

れる。 

 消費税
しょうひぜい

増税
ぞうぜい

時
じ

には、その 1％程度
ていど

を障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に組
く

み入
い

れる。 

○理由
りゆう

 

 消費税
しょうひぜい

増税
ぞうぜい

を介護
かいご

保険
ほけん

の公費
こうひ

負担
ふたん

に当
あ

て、介護
かいご

保険料
ほけんりょう

の徴収
ちょうしゅう

対象
たいしょう

を４０歳
さい

位
くらい

未満
みまん

に

広
ひろ

げることを、各政党
かくせいとう

や前 政 権
ぜんせいけん

時
とき

の官 邸
かんてい

の検討会
けんとうかい

等
とう

で検討
けんとう

されてきたが、障害
しょうがい

の

財 源
ざいげん

のことが忘
わす

れ去
さ

られている。推進
すいしん

会議
かいぎ

でしっかりとアピールし、政府
せいふ

の公式
こうしき

な機関
きかん

として文書化
ぶんしょか

すべき。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で、検 討
けんとう

されたアイデア
あ い で あ

の中
なか

で、特
とく

に、重 要
じゅうよう

で波 及
はきゅう

効果
こうか

の高
たか

い

ものは、国
くに

からの補助
ほじょ

を優 先 的
ゆうせんてき

に受
う

ける、といった成 功
せいこう

報 酬 的
ほうしゅうてき

な、自治体間
じちたいかん

の

競 争 的
きょうそうてき

な補助
ほじょ

方 式
ほうしき

があってもよいのではないか。 

○理由
りゆう

 

・経 験
けいけん

から自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で感
かん

じることは、意欲的
いよくてき

な自治体
じちたい

と、そうでない自治体
じちたい

と

の差
さ

が激
はげ

しいこと。意欲的
いよくてき

な自治体
じちたい

には、それなりの利益
りえき

があることを明 確
めいかく

に示
しめ

し
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て、やる気
き

を強 化
きょうか

してあげることは重 要
じゅうよう

。全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の補助
ほじょ

方 式
ほうしき

を改
あらた

めて、自治体
じちたい

の競 争 的
きょうそうてき

な資金
しきん

獲 得
かくとく

があってもよいのではないか。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で 本 当
ほんとう

に 必 要
ひつよう

と 認
みと

めて資源
しげん

開 発
かいはつ

が 行
おこな

われるときは、 国
くに

、

都道府県
とどうふけん

の補助
ほじょ

金
きん

制度
せいど

があるといったことがあれば、創 出
そうしゅつ

しやすい。 

○理由
りゆう

 

 活 発
かっぱつ

な協
きょう

議会
ぎかい

では、資源
しげん

開 発
かいはつ

のアイデア
あ い で あ

が出
で

て、それを特 定
とくてい

の法 人
ほうじん

が検 討
けんとう

する

といったことも見
み

られるようです。しかし、現 実
げんじつ

は創 出
そうしゅつ

が困 難
こんなん

なことが多
おお

く、資源
しげん

不足
ふそく

の地域
ちいき

は沢 山
たくさん

あります。一 番
いちばん

の原 因
げんいん

は財 源
ざいげん

確保
かくほ

です。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 長 期 的
ちょうきてき

には障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

につなげていく。当 面
とうめん

喫 緊
きっきん

の課題
かだい

については、国
くに

の

事 業
じぎょう

であれば補正
ほせい

予算
よさん

で対 応
たいおう

することを確保
かくほ

する。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

による議論
ぎろん

の結果
けっか

を地域
ちいき

課題
かだい

として取
と

り上
あ

げ、必 要
ひつよう

であれば施策
しさく

に

反 映
はんえい

し、しかるべき予算組
よさんぐ

みをするといった流
なが

れができれば、有 効
ゆうこう

な協
きょう

議会
ぎかい

になると

考
かんが

える。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の議論
ぎろん

ではなく、もっと地域
ちいき

に障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

・事 業
じぎょう

団 体
だんたい

の

下
した

からの事
こと

をつなげて、F-1-4)にかかわる自治体
じちたい

の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計 画
けいかく

としていくなら

ばより必 要
ひつよう

な社 会
しゃかい

資源
しげん

の創 出
そうしゅつ

につながっていく。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 現 行
げんこう

での「
｛

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」
｝

とリンク
り ん く

させた 形
かたち

での、市民
しみん

や当時者
とうじしゃ

の意向
いこう

を
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すいあげ自治体
じちたい

独自
どくじ

での資源
しげん

創 出
そうしゅつ

をどんどんと進めて
すす

いける仕組み
し く

はつくれないか。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 論 点
ろんてん

F-2-1)と同
おな

じ 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

レベル
れ べ る

においては市 町 村
しちょうそん

が 策 定
さくてい

した地域移行
ちいきいこう

１０カ
か

年 戦 略
としせんりゃく

に基
もと

づくサ
さ

ー

ビス
び す

量
りょう

の拡大
だい

や地域
ちいき

移行
いこう

のための医療付
いりょうづ

きショートステイ
し ょ ー と す て い

などの社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

についてメニュー
め に ゅ ー

を決
き

めて全 額
ぜんがく

負担
ふたん

で財 政
ざいせい

支援
しえん

をすべきである。また自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が地域
ちいき

での１０カ年
かねん

計 画
けいかく

を立
た

て総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づいた 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

した場合
ばあい

においても、その１０カ年
かねん

の期間
きかん

においては、地域
ちいき

移行
いこう

に関 連
かんれん

して財 政
ざいせい

負担
ふたん

が

出
で

た分
ぶん

に関
かん

して全 額
ぜんがく

国庫
こっこ

補助
ほじょ

でその推 進
すいしん

を図
はか

るべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

の議論
ぎろん

からでた社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

の 総 量
そうりょう

を見極めた
みきわ   

うえで、国
くに

が特 別
とくべつ

な補助金
ほじょきん

を交付
こうふ

することが必 要
ひつよう

である。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

から 提 言
ていげん

された項 目
こうもく

は、その地域
ちいき

で必 要
ひつよう

な制度
せいど

を関 係 者
かんけいしゃ

・

当事者
とうじしゃ

を含
ふく

めて確 認
かくにん

したものであり、国
くに

・地方
ちほう

自治体
じちたい

に優
ゆう

先 的
せんてき

な予算
よさん

配 分
はいぶん

を講
こう

じ

るような 財 政 上
ざいせいじょう

の優
ゆう

先 順 位
せんじゅんい

が必 要
ひつよう

である。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 当事者
とうじしゃ

、行 政
ぎょうせい

、専門家
せんもんか

、市民
しみん

、 N P O
えぬぴーおー

、企 業
きぎょう

の協 働
きょうどう

を作
つく

り出
だ

しきめ細
こま

かな支援
しえん

は可能
かのう

にする。 
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 行 政
ぎょうせい

がこれらを財 政 的
ざいせいてき

に支
ささ

えるようにする。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 もちろん、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

に出
だ

された提 案
ていあん

を、施策
しさく

につなげていくための財 政
ざいせい

保 障
ほしょう

は欠
か

かせない。特
とく

にまず、相 談
そうだん

支援
しえん

、ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

に対
たい

する評 価
ひょうか

を報 酬 上
ほうしゅうじょう

でしっかりと位置付
い ち づ

け、相 談
そうだん

支援
しえん

の機能
きのう

を充 実
じゅうじつ

させるべきである。 

○理由
りゆう

 

 ここに権 限
けんげん

をもたせていくことが、資源
しげん

開 発
かいはつ

の担保
たんぽ

になる。市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

への具体的
ぐたいてき

な数値
すうち

目 標
もくひょう

の提 案
ていあん

と、つながるからである。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 わからない。 

○理由
りゆう

 

 質 問
しつもん

の意図
い と

が理解
りかい

できていない。 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 各地域
かくちいき

における 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の見直し
みなお  

に反 映
はんえい

される仕組み
し く  

となるよう検 討
けんとう

す

る。また、急ぎ
いそ 

の課題
かだい

については、地方
ちほう

自治体
じちたい

の責 任
せきにん

において財 源
ざいげん

の手当
てあて

がなされる

べきであるが、それが困 難
こんなん

な場合
ばあい

には、国
くに

の責 任
せきにん

において担保
たんぽ

する仕組み
し く  

を 考 え る
かんが    

必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 中 長 期 的
ちゅうちょうきてき

視野
し や

で、社 会
しゃかい

資源
しげん

の 創 出
そうしゅつ

が必 要
ひつよう

であるもの、急 ぎ
いそ  

の課題
かだい

として

必 要
ひつよう

となるものが 柔 軟
じゅうなん

に整備
せいび

される仕組み
し く  

をつくる必 要
ひつよう

があるため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 各
かく

市
し

町
ちよう

村
そん

・圏
けん

域
いき

・都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

で浮
う

かぶ社
しや

会
かい

資
し

源
げん

に対
たい

するニーズは、規
き

制
せい

の法
ほう

制
せい
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度
ど

・財
ざい

源
げん

に組
く

み入
い

れることが困
こん

難
なん

な場
ば

合
あい

が多
おお

い。特
とく

定
てい

財
ざい

源
げん

を用
よう

意
い

するか、もしく

は財
ざい

源
げん

の 流
りゆう

用
よう

・使
し

途
と

等
とう

についての縛
しば

りを軽
けい

減
げん

すべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

 限
かぎ

られた財
ざい

政
せい

状
じよう

況
きよう

から、新
あら

たな財
ざい

源
げん

を生
う

み出
だ

すことは困
こん

難
なん

である。ために、財
ざい

源
げん

の 流
りゆう

用
よう

・解
かい

釈
しやく

等
とう

について弾
だん

力
りよく

化
か

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

がある。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

領 域
りょういき

のみならず、高 齢 者
こうれいしゃ

福祉
ふくし

領 域
りょういき

、医 療
いりょう

、 教 育
きょういく

関 係
かんけい

機関
きかん

、

地域
ちいき

福祉
ふくし

関 係
かんけい

機関
きかん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

が参 画
さんかく

して運 用
うんよう

されるのが自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

であ

ると 考
かんが

える。また、障 害
しょうがい

のある一人
ひとり

ひとりの不便性
ふべんせい

を 解 消
かいしょう

するための社 会
しゃかい

資源
しげん

を

創 出
そうしゅつ

することは、誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまちづくりの基盤
きばん

である。そのようなことを 考
かんが

えると、地域
ちいき

の特 性
とくせい

を生
い

かし、関 係
かんけい

各 領 域
かくりょういき

の財 源
ざいげん

を包 括 的
ほうかつてき

に活 用
かつよう

することが

重 要
じゅうよう

であると 考
かんが

える。 

○理由 

 地域
ちいき

の特 性
とくせい

を生
い

かし、関 係
かんけい

各 領 域
かくりょういき

の財 源
ざいげん

を包 括 的
ほうかつてき

に活 用
かつよう

することが 重 要
じゅうよう

であると 考
かんが

える。ただし、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

とするものでない。 
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論 点
ろんてん

F
えふ

-2-3) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

には、一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

が 重 要
じゅうよう

であるが、

それを 促
うなが

す仕組
し く

みを自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取
と

り組
く

み、あるいはその他
た

の方 法
ほうほう

で、法 律
ほうりつ

に

組
く

み込
こ

めるか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の枠組み
わくぐみ

ではなく、地域
ちいき

福祉
ふくし

の枠組み
わくぐみ

で

位置づける
い ち づ け る

べき。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 基本的
きほんてき

には、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

や、権利
けんり

条 約
じょうやく

での 提 唱
ていしょう

だと思う
おもう

。 

○理由 

 法
ほう

制度
せいど

の枠組み
わくぐみ

を先 行
せんこう

する中
なか

で、民意
みんい

は追い付いて
お い つ い て

くると信じる
しんじる

。（健 康
けんこう

増 進 法
ぞうしんほう

や

駅 前
えきまえ

安 全
あんぜん

条 例
じょうれい

なども当 初
とうしょ

は違和感あった
い わ か ん あ っ た

）まずは 環 境
かんきょう

という仕掛けづくり
し か け づ く り

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

は、国 民
こくみん

の理解
りかい

がなくては進
すす

まないので法 律
ほうりつ

に組
く

み込
こ

むのは

困 難
こんなん

。 

 当事者
とうじしゃ

に近
ちか

い立場
たちば

の構 成
こうせい

とすればもっと積 極 的
せっきょくてき

に一 般
いっぱん

市民
しみん

へのアピールが可能
かのう

ではないか。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 理念的
りねんてき

ではなく、具体的
ぐたいてき

で系 統
けいとう

立
た

ったものであるならば、その取組
とりく

みを法定化
ほうていか

する

ことは考
かんが

えられるが、理念的
りねんてき

な「市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

」を自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

に課
か

すことは

反 対
はんたい

である。 

 加
くわ

えて、一 般
いっぱん

市民
しみん

の参加
さんか

と理解
りかい

は、当 該
とうがい

地域
ちいき

の人
ひと

たちが人 間
にんげん

の多様性
たようせい

を認知
にんち

する

だけのキャパシティ
き ゃ ぱ し て ぃ

を持
も

てるかどうかに関
かか

わっている。日本
にほん

が進
すす

めてきた障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく
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は「障 害
しょうがい

の有無
う む

」ということに焦 点
しょうてん

が置
お

かれてきており、その人
ひと

の存 在
そんざい

そのものを認
みと

めるという部分
ぶぶん

が薄
うす

い。そのため、障 害 児 者
しょうがいじしゃ

を支援
しえん

するのではなく、自分
じぶん

一人
ひとり

では乗
の

り

越
こ

えられない理由
りゆう

で社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に難
なん

のある人
ひと

に対
たい

する支援
しえん

を考
かんが

えるという広
ひろ

い枠組
わくぐ

みの中
なか

に、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

を位置
い ち

づけるような子育
こそだ

て支援
しえん

政 策
せいさく

や親
おや

支援
しえん

政 策
せいさく

、学 校
がっこう

教 育
きょういく

、市民
しみん

教 育
きょういく

の実 現
じつげん

が求
もと

められる。このような状 況
じょうきょう

を実 現
じつげん

するための、すべて

の人
ひと

がその人
ひと

らしく生
い

きていくための包 括 的
ほうかつてき

な法
ほう

整備
せいび

ができればよいと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 市
し

社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

、地区
ち く

社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

などが始
はじ

めている地区
ち く

での取
と

り組
く

みと

連 動
れんどう

するべきではないか。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

」は、単
たん

に理念的
りねんてき

に進
すす

めても、あまり効果的
こうかてき

とは思
おも

えな

い。具体的
ぐたいてき

で系 統
けいとう

立
た

った取組
とりく

みを法令化
ほうれいか

することは考
かんが

えられる。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

は法
ほう

に位置
い ち

づけるべきではない。 

○理由
りゆう

 

 市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

抑制
よくせい

を手伝
てつだ

っている自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

もある。現 段 階
げんだんかい

での法定化
ほうていか

は危険
きけん

。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・これは、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

だけでなく、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

と一 体 的
いったいてき

に取
と

り組
く

み課題
かだい

と考
かんが

える。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

サポータ
さ ぽ ー た

ーの創 設
そうせつ

 

○理由
りゆう
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 認 知 症
にんちしょう

対 策
たいさく

で行
おこな

われている、認 知 症
にんちしょう

サポータ
さ ぽ ー た

ー養 成
ようせい

の様
よう

に、一 般
いっぱん

市民
しみん

に対
たい

し

て障 害
しょうがい

の説 明
せつめい

、理解
りかい

を促
うなが

す講座
こうざ

を開
ひら

くことにより、一 般
いっぱん

市民
しみん

の障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
りかい

と

参加
さんか

を促
うなが

す。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

に一 般
いっぱん

市民
しみん

を公募
こうぼ

して委員
いいん

として参加
さんか

してもらう。会
かい

議事録
ぎじろく

などは

公 開
こうかい

として、広 報
こうほう

などで市民
しみん

に周 知
しゅうち

するようにする。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

のことを 障 害 者
しょうがいしゃ

、関 係 者
かんけいしゃ

だけの問 題
もんだい

とせず、国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の問 題
もんだい

であ

ることを認 識
にんしき

してもらう必 要
ひつよう

がある。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 先 進 的
せんしんてき

な事例
じれい

の発 掘
はっくつ

を役 割
やくわり

のひとつとする仕組
し く

みを作
つく

る。 

○理由
りゆう

 

 支援
しえん

は専 門
せんもん

職
しょく

だけがおこなうということではなく、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の中
なか

で、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

の

参加
さんか

することを促 進
そくしん

することを取
と

り入
い

れる。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

については、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に規定
きてい

し、その上
うえ

で、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に具体的
ぐたいてき

に規定
きてい

してはどうか。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の取り組み
と   く

も重要
じゅうよう

であるが、そもそも障害
しょうがい

を持つ
も

人
ひと

たちこそが

社 会
しゃかい

を変え
か

、市民
しみん

の価値観
かちかん

を変え
か

、お互い
  たが

が尊重
そんちょう

されるより豊か
ゆた

なまちづくりの

担い手
にな  て

であるということを、この新た
あら

な仕組み
し く

全体
ぜんたい

の中
なか

で（この法律
ほうりつ

の中
なか

で）実態化
じったいか

することが必 要
ひつよう

である。 
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【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 今
いま

の自
じ

りつ支
し

えん協
きょう

ぎ会
かい

でも、努 力
どりょく

すればできるが、何
なん

からの予
よ

さん上
うえ

の応
おう

えん

は必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 今
いま

の自
じ

りつ支
し

えん協
きょう

ぎ会
かい

は、何
なに

のために必
ひつ

ようか、があまり理
り

かいされていない。

それは、自治体
じちたい

の担
たん

とう者
しゃ

の理
り

かい不足
ふそく

や、この協
きょう

ぎ会
かい

のつくりかたのまずさによる

部分
ぶぶん

も尐
すく

なくない。自治体
じちたい

に障がい者
しょうがいしゃ

のじっさいのくらしがわかるソーシャルワーカ
そ ー し ゃ る わ ー か

ー

が配
はい

ちされたら、そういう部
ぶ

ぶんも大
おお

きく変
か

わるはずだ。先
さき

の論 点
ろんてん

C-３-３）でも書
か

い

たが、そういう人
じん

ざいを育
そだ

てることは、ぜったいに必
ひつ

ようだ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 組
く

み込
こ

むことができる。 

○理由
りゆう

 

 「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」の実 現
じつげん

には、障 害 者
しょうがいしゃ

が生 活
せいかつ

する地域
ちいき

の障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

理解
りかい

と融和
ゆうわ

が不可欠
ふかけつ

である。自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（仮 称
かしょう

）の活 動
かつどう

として、地域
ちいき

における

障 害 者
しょうがいしゃ

の理解
りかい

を促 進
そくしん

する活 動
かつどう

を行
おこな

うことは、必 要
ひつよう

であり、望
のぞ

ましい方 向
ほうこう

である。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

も事実
じじつ

を市民
しみん

に事前
じぜん

に諮
はか

る必 要
ひつよう

はない。 

○理由
りゆう

 

 スウェーデン
す う ぇ ー で ん

においても２４時間
じかん

の介 助
かいじょ

を国
くに

が認
みと

めるまで市民
しみん

は 障 害 者
しょうがいしゃ

予算
よさん

の

増 額
ぞうがく

に反 対
はんたい

していた。しかし実 際
じっさい

に地域
ちいき

でそのような介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

が実施
じっし

されるよ

うになって、市民
しみん

が事故
じ こ

などによって重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

になってもこの国
くに

においては

安 心
あんしん

して暮
く

らせる福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

があるのだということから、市民
しみん

がその財 政
ざいせい

負担
ふたん

を

容 認
ようにん

するように変
か

わってきた。このような福祉
ふくし

施策
しさく

の実 現
じつげん

に対
たい

して市民
しみん

の合意
ごうい

を事前
じぜん

にとるよりは、実 際
じっさい

に実施
じっし

してその結果
けっか

として合意
ごうい

を得
え

るほうが容易
ようい

である。例
たと

えば駅
えき
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のエレベーター
え れ べ ー た ー

においてもすべての駅
えき

で設置
せっち

されていることで、乳母車
うばぐるま

をひいた母 親
ははおや

や大
おお

きなトランク
と ら ん く

をかかえた若 者
わかもの

もそれを 享 受
きょうじゅ

しなんの気遣
きづか

いもなく使
つか

っている。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

には、自立
じりつ

支援
しえん

協 議 会
きょうぎかい

を市民
しみん

活 動
かつどう

の中
なか

に組み込む
く  こ  

ことが本 来
ほんらい

の 姿
すがた

であると考 え る
かんが   

。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 やはり、障 害
しょうがい

がある人
ひと

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

をいかに支
ささ

えるかを、「顔
かお

が見
み

える関 係
かんけい

」の中
なか

で具体的
ぐたいてき

に論議
ろんぎ

し、方 策
ほうさく

をひねり出
だ

して、試行
しこう

錯誤
さくご

しながら、実 際
じっさい

の支援
しえん

を重
かさ

ねてい

くことが大 切
たいせつ

である。実 際
じっさい

の支援
しえん

を蓄 積
ちくせき

する家庭
かてい

で、具体的
ぐたいてき

な社 会
しゃかい

資源
しげん

の開 発
かいはつ

・

創 出
そうしゅつ

につながり、地域
ちいき

の変 革
へんかく

が僅
わず

かずつではあっても進
すす

んでいくのだと考
かんが

える。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 組
く

み込
こ

まない 

○理由
りゆう

 

 人
ひと

が安 心
あんしん

してくらすのは、もっと人
ひと

の愛
あい

とかやさしさとか思
おも

いやりといったボラン

ティア精 神
せいしん

を持
も

てるような教 育
きょういく

が必 要
ひつよう

 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 前 述
ぜんじゅつ

したように、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の活 動
かつどう

の中
なか

に組
く

み込
こ

まれなければならないと考
かんが

える。地域
ちいき

の社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

やＮＰＯ法 人
ほうじん

、関 係
かんけい

する諸 団 体
しょだんたい

、ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

事 業
じぎょう

などの積 極 的
せっきょくてき

な参加
さんか

と活 用
かつよう

を図
はか

っていくべきである。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

での住 民
じゅうみん

参加
さんか

をいかに作
つく

り上
あ

げて行
い

くか、そのための人 材
じんざい

育 成
いくせい

をどうするか

が、 障 害
しょうがい

者
しゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

にとっての“Key Word”になるからである。 
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【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

との関 係
かんけい

はともかく、法
ほう

制度
せいど

にすることは考え
かんが

たほうがいい。 

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

の社 会
しゃかい

モデルという新 法
しんぽう

の基本
きほん

理解
りかい

からすれば法
ほう

に盛り込
も り こ

むことは必 然
ひつぜん

だ

から。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 まずは隔離
かくり

政 策
せいさく

を改める
あらためる

こと．分け隔てない
わ け へ だ て な い

社 会
しゃかい

を実 現
じつげん

することが必 要
ひつよう

．どの

地域
ちいき

でも 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が暮らし
く ら し

・働 き
はたらき

・学ぶ
まなぶ

ことがその実 態
じったい

を変え
か え

ていく． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市 町 村
しちょうそん

及び
および

、圏 域
けんいき

レベル
れ べ る

での取 組
とりくみ

の他
ほか

、相 談
そうだん

支援事
しえんじ

業 者
ぎょうしゃ

等
など

との適 切
てきせつ

な連 携
れんけい

のもと、より身近
みじか

な生 活 圏
せいかつけん

での継 続 的
けいぞくてき

な取り組み
と  く  

を担保
たんぽ

する仕組み
し く  

が必 要
ひつよう

である。 

 また、取り組み
と  く  

にあたっては、社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

、学 校
がっこう

、その他
  た

地域
ちいき

の多様
たよう

な主 体
しゅたい

の 協 力
きょうりょく

を得ながら
え    

進める
すす   

仕組み
しく  

を築 い て
きず    

いく。 

 なお、一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

での総 合 的
そうごうてき

な議論
ぎろん

と、

計 画
けいかく

予定
よてい

の差別
さべつ

禁止法
きんしほう

による啓 発
けいはつ

が必 要
ひつよう

で、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

への市民
しみん

参加
さんか

、（可能
かのう

なら）公 開
こうかい

を図 る
はか  

ことも 1つの方 法
ほうほう

ではないかと 考 え る
かんが    

。 

○理由
りゆう

 

 一 般
いっぱん

市民
しみん

の理解
りかい

と参加
さんか

については、福祉
ふくし

施策
せさく

の主 体 的
しゅたいてき

な関 わ り
かか    

が 重 要
じゅうよう

であるが、

学 校
がっこう

教 育
きょういく

、社 会
しゃかい

教 育
きょういく

など 教 育
きょういく

施策
せさく

等
など

との連 携
れんけい

も 重 要
じゅうよう

となるため、より

幅 広 い
はばひろ   

視野
し や

で検 討
けんとう

することが適 切
てきせつ

であると思われる
おも     

ため。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

における自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の機能
きのう

の一
ひと

つとして、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

と 障 害
しょうがい
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に対
たい

する 一
いっぱん

般 市
しみん

民の理解
りかい

を 促
うなが

す 仕
しくみ

組みを法 的
ほうてき

に明文化
めいぶんか

すべきと 考
かんが

える。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の推 進
すいしん

のために、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

への期待
きたい

が求
もと

められることからも

法 的
ほうてき

な位
い

置
ち

づけが必 要
ひつよう

と思
おも

われる。 

 

 


